










　父の会社は業績が下がり、昇給が見送られています。母も家計を助ける

ために勤めていますが、同様に給料が上がる見込みがありません。

　私はいろいろな資格・検定試験を受験する予定であり、兄姉もまだ学生

で学費がかかるため奨学金を希望します。

以前、本会の奨学生であった場合は
その学校名・奨学生番号を記入する。
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奨学金の貸与を希望するに至った家庭事情や、その他特に説明を要することを記入してください。（緊急採用の場合はできるだけ具体的に記入）

希望する貸与月額を次の中から選択し、〇で囲んでください。

ア　18，000円　　　イ　23，000円　　　ウ　30，000円　　　エ　35，000円

※貸与月額は自分の現在・将来の生活設計に基づき、ご家族と充分話し合いの上選択してください。

　家計を支えている人が、失職・破産・会社の倒産・病気・死亡又は火災・風水害などにより家計が
急変したため、緊急に奨学金の必要が生じた場合に貸与が受けられる制度です。
　緊急採用の事由にあてはまるときは学校に相談してください。
☆学業基準・家計基準ともに通常の採用より緩和されています。
☆募集は、１月中旬までとし、３学年については11月下旬までとします。
☆家計が急変した事由が発生したときから、１年以内である場合申し込むことができます。
☆貸与の開始は、本会で採用決定した月からです。
☆貸与の終期は、原則として採用年度末（令和９年３月）までですが、採用年度末において家計の急
変事由発生後１年以内であれば、願い出により貸与を継続（令和10年３月まで。）します。
☆申込資格・貸与月額などは、通常の定期採用と同じです。
☆提出書類については通常の定期採用と同じ書類のほかに家計急変の事由を証明できる書類の写しが
必要となります。

緊急採用による奨学金制度とは

該当する事由を選んで○を付けてく
ださい。
事由が重複する場合には、それぞれ
の事由に○を付けてください。
この場合、このことを証明できる書
類（例えば離職票・病気診断書など）
〈写しで可〉を添付してください。

家計急変の原因となった事由が実際に発生
した年月を必ず記入してください。

　父の会社は業績が下がり、昇給が見送られています。母も家計を助ける

ために勤めていますが、同様に給料が上がる見込みがありません。

　私はいろいろな資格・検定試験を受験する予定であり、兄姉もまだ学生

で学費がかかるため奨学金を希望します。

（記入例）（記入例）

「家庭事情」欄
奨学金を必要とする家庭事情を家の人
と相談し、生徒本人が記入してくださ
い。
緊急採用の場合はより具合的に記入
してください。

「希望する貸与月額」欄
希望する貸与月額を○で囲んでくだ
さい。後述する「確認書・振込口座
届」でも同じ金額を○で囲んでくだ
さい。

（４月の定期採用申込者はこの欄の記入は必要ありません）

　１．家計急変の事由
　　　※　ア　家計支持者が会社の倒産等により解雇又は早期退職した場合。
　　　　　イ　家計支持者が死亡又は離別　　ウ　家計支持者が破産　　エ　家計支持者が転職等で著しく収入が減少
　　　　　オ　病気、事故、会社倒産、経営不振等により著しく支出が増大又は収入が減少
　　　　　カ　火災、風水害、震災等により著しく支出が増大又は収入が減少
　２．事由が生じた年月　　令和　　年　　月
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★高等学校等奨学金申込書（連帯保証人２名は未成年者は認められません）
○第一連帯保証人は青森県内に住所を有する親権者（父母又は後見人）を選んでください。
　※第一連帯保証人は、奨学金の返還が終了するまで、青森県内に住所を有する必要があります。
○第二連帯保証人は、申込者本人・第一連帯保証人と独立の生計を営む者で、貸与終了時65歳未満の保
証能力のある者（年収100万円以上）であって、原則として本人の４親等以内（父母を除く。）の親族
を選んでください。
○本人、第一連帯保証人、第二連帯保証人の三者は等しく奨学金返還の責任を負います。

★所得の証明書（収入がある家族全員と第二連帯保証人のものが必要となります）
　◎所得課税証明書は、住所地の市町村役場で発行しています。原本を提出してください。
　収入金額、扶養人数が記入してあるものの交付を受けてください。
　なお、収入のすべてを把握できない、登録住所の確認ができない等の場合があるため、源泉徴収票
による代替は認めておりません。
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申込に必要な提出書類申込に必要な提出書類

家族の状況 提　　出　　書　　類

④年金所得者

⑤失業中の者

⑥生活保護受給世帯

①給与所得者

⑦母子・父子家庭

次のいずれか
　〇 所得課税証明書
　〇 市町村民税・県民税特別徴収税額の通知書の写し
　 　（前年５月に事業所から配付される）

次のアとイ
　ア 所得課税証明書
　イ 確定申告書の写し
　 　（第一表・第二表、提出した日付と税務署名がわかるもの）

給与所得者の場合、次のアとイ
　ア 所得課税証明書
　イ 給与明細書の写し（最近３ヶ月分）又は給与見込証明書
給与所得者以外の場合、次のアとイ
　ア 所得課税証明書　　　　イ 損益計算書
申込時現在の月収及び賞与等を参考にして、１年間分の収入を推算して
ください。

次のアとイ
　ア 所得課税証明書　　　　イ 年金支払（改定）通知書の写し

次のアとイ
　ア 所得課税証明書　　　　イ 雇用保険受給資格者証の写し

次のアとイ
　ア 所得課税証明書　　　　イ 保護開始（変更）通知書の写し

該当する家族の状況①～⑥の提出書類に加え、次のアとイ
　ア 申込者本人が属する戸籍とう本（全部事項証明書）の原本
　イ 児童扶養手当証書の写し又は遺族年金（改定）通知書の写し

◎本会・学校が推薦・選考のため他の書類を提出していただく場合があります。
※個人番号（マイナンバー）の記載のある書類に関しては受取できませんので、ご確認ください。
　個人番号が記載されている場合は、黒色で塗り潰してください。

②給与所得者以外
　（自営業・農業・漁業等）

③令和６年１月１日以降に
　転職・就職した者
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第２号様式（その２）
確 認 書・振込口座 届（在学 用） 提出用

令和　　年　　月　　日

公益財団法人青森県育英奨学会　理事長　殿

　以下の欄は、本人が未成年者の場合には、親権者がそれぞれの欄に自署・押印してください。親権者が第一連帯保証
人の場合も、本人が未成年者であれば必ず自署・押印してください。親権者とは、民法に定める親権者のことで、通常は
両親（いずれかがいないときは１人）です。後見人がいる場合は、後見人が自署・押印してください。本人が成年の場合
は両親（いずれかがいないときは１人）が自署・押印してください。（ ）

人
見
後
は
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氏　名
（自署押印）

（父・後見人）
印 生年月日 昭和・平成 年 月 日

住　所
〒　　　　　－

氏　名
（自署押印）

（母）
印 生年月日 昭和・平成 年 月 日

住　所
〒　　　　　－

青森みちのく銀行 店　　番 口座番号（右づめ） 口座名義人氏名（生徒氏名）
支　店
出張所

項
事
更
変
額
月
与
貸

貸与月額

貸与開始 年  　 　 月 年  　 　 月 年  　 　 月 年  　 　 月

貸与終期 年  　 　 月 年  　 　 月 年 　 　  月 年  　 　 月

確　認　書

奨学金振込口座届

学
　
校
　
名

フリガナ

氏　　名
（自署押印）

生年月日

本人本籍

  高 等 学 校
 立 分校・校舎
  専 修 学 校
卒業予定
（西　暦）  年 月

印

住

　
　

所

〒 －

電話番号 　　　　（　　　　　）平成 年 月 日 男・女

フリガナ

氏　　名
（自署押印） 印

住

　
　

所

〒 －

電話番号 　　　　（　　　　　）

生年月日 昭和・平成 年 月 日 本人との関係
（該当の数字に○） １. 父 ２. 母 ３. 兄姉 ４. その他（　　　）

フリガナ

氏　　名
（自署押印） 印

住

　
　

所

〒 －

電話番号 　　　　（　　　　　）

生年月日 昭和・平成 年 月 日

18,000　・　23,000

30,000　・　35,000

18,000　・　23,000

30,000　・　35,000

18,000　・　23,000

30,000　・　35,000

18,000　・　23,000

30,000　・　35,000

本人との関係 　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

2　0

2　0 2　0 2　0 2　0

2　0 2　0 2　0 2　0

自宅　　　　（　　　　）
携帯　　　　（　　　　）

電話番号

自宅　　　　（　　　　）
携帯　　　　（　　　　）

電話番号

入
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人
証
保
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連
一
第

入
記
が

入
記
れ
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そ
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と
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本

　
　
　
　

人

人
証
保
帯
連
一
第

人
証
保
帯
連
二
第

人
証
保
帯
連
二
第

入
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　私及び第一連帯保証人ならびに第二連帯保証人は、私が公益財団法人青森県育英奨学会高等
学校奨学金の貸与を受けるにあたり、奨学金申込書の記載内容及び公益財団法人青森県育英奨
学会高等学校奨学金貸与規則その他の諸規程等に定める規定ならびに裏面記載事項を遵守し、
返還することを確約し、本確認書を提出します。

１．記入する際は、下記の「確認書・振込口座届記入例」を参照し、誤りのないよう記入してください。

２．振込先の口座名義人及び口座番号は生徒本人のものに限ります。（確認のため、通帳のコピーを提出）
３．記入もれや誤記入があった場合、振り込みが遅れますので誤りのないよう注意してください。

４．記入後は「本人控」を切り離さずに申込書と一緒に提出してください。
５．複写になっていますので、太線の枠内を黒のボールペンで記入してください。（消せるボールペンは不可）

６．本人控（２枚目）にも印鑑を鮮明に押してください。

７．押印の悪い例  →

８．10年以上使用していない口座は、振込できませんので、銀行の窓口へご相談ください。

○預金通帳を参照して店番号（３ケタ）　
　を記入してください。
○口座番号は右づめで記入してください。
○取扱金融機関は青森みちのく銀行のみです。
○生徒名義の普通預金口座（総合口座を含
　む）に限ります。
※貯蓄預金口座は取り扱いしません。

○本人が未成年者の場合は親権者の自署・
押印が必要です。親権者が連帯保証人の
場合も、自署・押印してください。
○本人が成年の場合は両親（いずれかが
いないときは１人）が自署・押印してく
ださい。

○貸与月額は、前述の申込書裏面で選択し
た金額と同じ金額を○で囲んでください。
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○文字・数字は楷書で丁寧に記入してください。
○フリガナも必ず記入してください。
※濁点は注意してください。
※「ツ」と「シ」、「コ」と「ユ」、「ユ」と「エ」、
　「ソ」と「リ」、「チ」と「テ」等ははっき
　りとわかるように記入してください。

○本人、第一連帯保証人、第二連帯保証
人及び親権者又は後見人の欄は、各自
が必ず自署し、印鑑も各自別々のもの
を鮮明に押印してください。
　なおスタンプ式は認められません。

○本人の住所欄は、実際に本人が住んでい
る住所（寮・下宿等の場合は、建物名と
部屋番号まで）を記入してください。

○本人本籍は番地まで記入してください。

普通

129 1

090 7722
017 722 0567

△△△△

□□□□080
017

3322
722 0567

090 3333 ○○○○

56

22

８

54

54

56

26

普通

129 1

090 7722
017 722 0567

△△△△

□□□□080
017

3322
722 0567

090 3333 ○○○○

56

22

54

54

56

26

８
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　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この規則は、公益財団法人青森県育英奨学会定款第４条第１号のうち、高等学校等に在学する生徒が受
　ける奨学金の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
　（奨学生と奨学金）
第２条　本会は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与する。
２　この規則に基づき学資の貸与を受ける者を高等学校奨学生（以下「奨学生」という。）といい、その学資を
　高等学校奨学金（以下「奨学金」という。）という。
　（奨学生の資格）
第３条　本会の奨学生となる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
　　（１）　青森県人の子弟であること。
　　（２）　高等学校（中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）及び専修学校
　　　　の高等課程に在学していること。
　　（３）　学業・人物ともに優秀で、かつ健康であること。
　　（４）　学資の支弁が困難であると認められること。
　　（奨学金の額及び貸与期間）
第４条　奨学金の月額は、18,000円、23,000円、30,000円、35,000円の中から奨学生が選択するものとする。
２　奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の修業年限の終期とする。
　　ただし、奨学生に採用される前に、奨学金の貸与を受けた期間がある場合は、当該期間を除算する。
３　主たる家計支持者の失職、倒産、病気又は死亡若しくは火災、風水害等の事由により家計が急変し、緊急に
　奨学金を必要とする者の貸与期間等は、理事長が別に定める。
　　緊急採用による奨学金の貸与終期は、採用年度の年度末までとする。
４　学科の専攻科へ進学した奨学生は、引き続き修業年限の終期まで奨学金を貸与することができる。
　　　第２章　奨学生の採用と奨学金の交付
　（奨学金申込書の提出）
第５条　奨学生志願者は、連帯保証人２名と連署して、本会あての奨学金申込書、その他理事長が定める書類
　（以下「申込書類」という。）を現に在学する学校の長（以下「在学学校長」という。）に提出して、その推薦
　を受けなければならない。
２　奨学生志願者で、現に学校に在学していない者の申込書類は、前項の規定にかかわらず、その者の卒業した
　学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
３　第１項から第２項の規定により申込書類を受け取った学校の長が奨学生志願者を本会に推薦しようとすると
　きは、第３条に規定する奨学生としての資格を審査の上、学業成績その他必要な事項を記入し、本会に提出す
　るものとする。
４　連帯保証人のうち１名は、青森県内に住所を有する者であって、奨学生志願者が未成年者の場合はその親権
　者又は後見人、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者、他の１名は、独立の生計を営む者であって、原
　則として、奨学生の４親等以内（父母を除く。）の親族でなければならない。
　（奨学生の採用及び確認書の提出）
第６条　奨学生の採用は、奨学生選考委員会において選考の上、これを決定する。
２　採用となった奨学生は、確認書を在学学校長を経て提出するものとする。
３　進学を条件として予約した者については、入学を証する所定の進学届及び確認書を在学学校長を経て提出さ
　せ、採用を決定する。
４　本会は奨学生を採用決定したときは、在学学校長を経て、決定通知を交付する。
　（奨学金の交付）
第７条　奨学金は、２月分ずつ交付するものとし、特別の事情があるときは、３月分以上を合わせて交付するこ
　とがある。
２　奨学金の交付は、奨学生の設ける銀行預金口座に振り込んで行うものとする。
　（資格確認）
第８条　本会は、在学学校長の協力を得て、奨学生としての資格の確認等を行うものとする。
２　在学学校長は、調書により奨学生について、資格の確認等を行い、本会に報告するものとする。

３　本会は、前項の報告に基づき、奨学生に対しとるべき処置を決定し、必要に応じて、在学学校長を通じて当
　該者に通知するものとする。
　（奨学生の異動届）
第９条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。
　（１）　休学、復学、転学又は退学したとき。
　（２）　停学その他の処分を受けたとき。
　（３）　連帯保証人を変更したとき。
　（４）　本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
　（転学又は退学による奨学金の取扱）
第１０条　奨学生が退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。
２　奨学生が、転学した場合に在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を継続することがある。
　（奨学金の休止及び停止）
第１１条　奨学生が休学したとき又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
２　奨学生の学業又は性行などの状況により必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の
　貸与期間を短縮することがある。
　（奨学金の復活）
第１２条　前条の規定により、奨学金の交付を休止又は停止された者がその事由が止んで願い出たときには、奨
　学金の交付を復活することがある。ただし、休止された時から２年又は停止された時から２年を経過したとき
　はこの限りでない。
　（奨学金の廃止）
第１３条　奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を
　廃止することがある。
　（１）　傷病などのために成業の見込みがないとき。
　（２）　学業成績又は性行が不良となったとき。
　（３）　奨学金を必要としなくなったとき。
　（４）　奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
　（５）　在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
　（６）　奨学生申込書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となった
　　　　ことが判明したとき。
　（７）　その他奨学生としてふさわしくないと認められるとき。
　（奨学金の辞退）
第１４条　奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
　（返還誓約書の提出）
第１５条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人
　２名及び本人が未成年者の場合は親権者又は後見人と連署の上、返還誓約書（借用証書）を在学する学校又は
　在学した学校の長を経て、本会へ直ちに提出しなければならない。
　（１）　卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
　（２）　退学したとき。
　（３）　奨学金の交付を廃止されたとき。
　（４）　奨学金を辞退したとき。
　（奨学金の利息）
第１６条　奨学金には利息を付けない。
　　　第３章　奨学金の返還と返還猶予
　（奨学金の返還）
第１７条　奨学生が第１５条の各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して１年を経過し
　た後、貸与期間に３を乗じた年月数の間に奨学金を返還しなければならない。
２　前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦、月賦又はその他１年以内の割賦の方法によらなければならない。
３　奨学生又は奨学生であった者（奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同
　じ。）が次の各号の一に該当する場合は、その者の奨学金の返還については、前２項の規定は適用しない。こ
　の場合においては、本会の指定した日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
　（１）　第１３条第６号の規定により奨学金を廃止されたとき。
　（２）　正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。

公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則 ４　奨学生若しくは奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めたときは、第１項及び第２項の
　規定と異なる返還方法を指示することがある。
５　奨学金は、いつでも繰り上げ返還することができる。
　（奨学金の返還猶予）
第１８条　奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願い出によって奨学金の返還を猶予することが
　ある。
　（１）　災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
　（２）　高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学するとき。
　（３）　外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
　（４）　生活保護法による生活保護を受けているとき。
　（５）　その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき。
２　返還猶予期間は、前項第２号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当すると
　きは１年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願い出により重ねて１年ずつ延長することができる。
　ただし、前項第１号、第３号、第４号及び第５号に該当するときは、原則として通算５年を限度とする。
　（返還猶予の願出）
第１９条　奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、連帯保証
　人２名と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
　（延滞金）
第２０条　奨学生であった者が割賦金の返還を６月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。
２　前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金につき年利 ３ パーセントの割合をもって返還期限
　の翌日から返還完了の日までの日数によって計算した金額とする。ただし、延滞金の額が百円未満であるとき
　は、その金額を徴収しないものとする。
　（返還金の強制）
第２１条　奨学生であった者又はその連帯保証人（以下「奨学生であった者等」という。）が割賦金の返還を延
　滞したときは、民事訴訟法（平成８年法律第 1 0 9 号）及び民事執行法（昭和54年法律第４号）その他強制
　執行の手続きに関する法令に定める手続等により割賦金の返還を確保するものとする。
第２２条　奨学生であった者等が返還未済額の全部の返還（第１７条第３項の規定による奨学金返還未済額の全
　部の返還をいう。以下同じ。）の請求を受けても本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わない
　ときは、前条の規定を準用する。
２　奨学生であった者等が本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、その延滞してい
　る返還未済額の全部の額につき延滞金を徴収するものとする。この場合においては、第２０条第２項の規定を
　準用する。
　（返還金の充当）
第２３条　奨学生であった者等から返還金の支払いがあったときは、当該返還金を次の各号の定めるところによ
　り割賦金に充当する。
　（１）　返還期日の到来する割賦金及び返還期日の到来していない割賦金があるときは、返還期日の到来した
　　　　割賦金から充当する。
　（２）　返還期日の到来した割賦金については返還期日の早く到来したものから、返還期日の到来していない
　　　　割賦金については返還期日の早く到来することとなるものから充当する。
　（３）　返還期日の同じ割賦金については、先に貸与を受けた奨学金に係る割賦金から充当する。
　（奨学生であった者の届出）
第２４条　奨学生であった者が卒業、修了又は退学したときは、その住所及び勤務先を直ちに届け出なければな
　らない。
２　奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ち
　に届け出なければならない。
３　奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、職業その他重要な事項に変
　更があったときは、直ちに届け出なければならない。
　（死亡の届出）
第２５条　奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、在学した学校の長を経て直ちに異動届を提出し
　なければならない。
２　奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに死亡届を提出し
　なければならない。

３　第１項の異動届を提出する場合は、第１５条の規定に準じて返還誓約書（借用証書）を併せて提出しなけれ
　ばならない。
　　　第４章　奨学金の返還免除
　（奨学金の返還免除）
第２６条　奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は
　一部の返還を免除することがある。
　（１）　死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その奨学金を返還することができな
　　　　くなったとき。
　（２）　精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなっ
　　　　たとき。
２　奨学生が負担する自宅から在籍する高校までの通学費又は下宿費が一定額以上である場合、理事長が定める
　方法により計算した額を免除することができる。
　（返還免除の願出）
第２７条　前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人２名と
　連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。
　（１）　死亡によるときは戸籍抄本
　（２）　心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書並びに返還できなくなっ
　　　　た事情を証する書類
　（３）　通学費及び下宿費について、理事長が定める額を超える額を負担するときは、その負担額を確認でき
　　　　る書類
　（返還免除の決定）
第２８条　前２条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人
　又は連帯保証人に通知する。
　　　第５章　補則
　（実施細目）
第２９条　この規則の実施について必要な事項は、理事長が定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第４条第１項の規定は、この規則の施行
の日（以下「施行日」という。）以降に奨学生に採用される者に貸与される奨学金の月額について適用し、
施行日前に奨学生に採用された者に貸与される奨学金の月額については、なお従前の例による。

　　附　則
この規則は、令和２年４月１日から施行する。

　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　この規則の施行の日前に改正前の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則の規定により貸
　　与の決定がなされている学資に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。ただし、理事長が特に
　　必要と認めるときは、この限りでない。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第５条、第９条、第１５条、第１９条、
　　第２１条、第２４条、第２７条の規定は、令和６年４月１日以降に採用される者に適用する。
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公益財団法人青森県育英奨学会　理事長　殿

　以下の欄は、本人が未成年者の場合には、親権者がそれぞれの欄に自署・押印してください。親権者が第一連帯保証
人の場合も、本人が未成年者であれば必ず自署・押印してください。親権者とは、民法に定める親権者のことで、通常は
両親（いずれかがいないときは１人）です。後見人がいる場合は、後見人が自署・押印してください。本人が成年の場合
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　私及び第一連帯保証人ならびに第二連帯保証人は、私が公益財団法人青森県育英奨学会高等
学校奨学金の貸与を受けるにあたり、奨学金申込書の記載内容及び公益財団法人青森県育英奨
学会高等学校奨学金貸与規則その他の諸規程等に定める規定ならびに裏面記載事項を遵守し、
返還することを確約し、本確認書を提出します。

１．記入する際は、下記の「確認書・振込口座届記入例」を参照し、誤りのないよう記入してください。

２．振込先の口座名義人及び口座番号は生徒本人のものに限ります。（確認のため、通帳のコピーを提出）
３．記入もれや誤記入があった場合、振り込みが遅れますので誤りのないよう注意してください。

４．記入後は「本人控」を切り離さずに申込書と一緒に提出してください。
５．複写になっていますので、太線の枠内を黒のボールペンで記入してください。（消せるボールペンは不可）

６．本人控（２枚目）にも印鑑を鮮明に押してください。

７．押印の悪い例  →

８．10年以上使用していない口座は、振込できませんので、銀行の窓口へご相談ください。

○預金通帳を参照して店番号（３ケタ）　
　を記入してください。
○口座番号は右づめで記入してください。
○取扱金融機関は青森みちのく銀行のみです。
○生徒名義の普通預金口座（総合口座を含
　む）に限ります。
※貯蓄預金口座は取り扱いしません。

○本人が未成年者の場合は親権者の自署・
押印が必要です。親権者が連帯保証人の
場合も、自署・押印してください。
○本人が成年の場合は両親（いずれかが
いないときは１人）が自署・押印してく
ださい。

○貸与月額は、前述の申込書裏面で選択し
た金額と同じ金額を○で囲んでください。
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○文字・数字は楷書で丁寧に記入してください。
○フリガナも必ず記入してください。
※濁点は注意してください。
※「ツ」と「シ」、「コ」と「ユ」、「ユ」と「エ」、
　「ソ」と「リ」、「チ」と「テ」等ははっき
　りとわかるように記入してください。

○本人、第一連帯保証人、第二連帯保証
人及び親権者又は後見人の欄は、各自
が必ず自署し、印鑑も各自別々のもの
を鮮明に押印してください。
　なおスタンプ式は認められません。

○本人の住所欄は、実際に本人が住んでい
る住所（寮・下宿等の場合は、建物名と
部屋番号まで）を記入してください。

○本人本籍は番地まで記入してください。
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　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この規則は、公益財団法人青森県育英奨学会定款第４条第１号のうち、高等学校等に在学する生徒が受
　ける奨学金の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
　（奨学生と奨学金）
第２条　本会は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与する。
２　この規則に基づき学資の貸与を受ける者を高等学校奨学生（以下「奨学生」という。）といい、その学資を
　高等学校奨学金（以下「奨学金」という。）という。
　（奨学生の資格）
第３条　本会の奨学生となる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
　　（１）　青森県人の子弟であること。
　　（２）　高等学校（中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）及び専修学校
　　　　の高等課程に在学していること。
　　（３）　学業・人物ともに優秀で、かつ健康であること。
　　（４）　学資の支弁が困難であると認められること。
　　（奨学金の額及び貸与期間）
第４条　奨学金の月額は、18,000円、23,000円、30,000円、35,000円の中から奨学生が選択するものとする。
２　奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の修業年限の終期とする。
　　ただし、奨学生に採用される前に、奨学金の貸与を受けた期間がある場合は、当該期間を除算する。
３　主たる家計支持者の失職、倒産、病気又は死亡若しくは火災、風水害等の事由により家計が急変し、緊急に
　奨学金を必要とする者の貸与期間等は、理事長が別に定める。
　　緊急採用による奨学金の貸与終期は、採用年度の年度末までとする。
４　学科の専攻科へ進学した奨学生は、引き続き修業年限の終期まで奨学金を貸与することができる。
　　　第２章　奨学生の採用と奨学金の交付
　（奨学金申込書の提出）
第５条　奨学生志願者は、連帯保証人２名と連署して、本会あての奨学金申込書、その他理事長が定める書類
　（以下「申込書類」という。）を現に在学する学校の長（以下「在学学校長」という。）に提出して、その推薦
　を受けなければならない。
２　奨学生志願者で、現に学校に在学していない者の申込書類は、前項の規定にかかわらず、その者の卒業した
　学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
３　第１項から第２項の規定により申込書類を受け取った学校の長が奨学生志願者を本会に推薦しようとすると
　きは、第３条に規定する奨学生としての資格を審査の上、学業成績その他必要な事項を記入し、本会に提出す
　るものとする。
４　連帯保証人のうち１名は、青森県内に住所を有する者であって、奨学生志願者が未成年者の場合はその親権
　者又は後見人、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者、他の１名は、独立の生計を営む者であって、原
　則として、奨学生の４親等以内（父母を除く。）の親族でなければならない。
　（奨学生の採用及び確認書の提出）
第６条　奨学生の採用は、奨学生選考委員会において選考の上、これを決定する。
２　採用となった奨学生は、確認書を在学学校長を経て提出するものとする。
３　進学を条件として予約した者については、入学を証する所定の進学届及び確認書を在学学校長を経て提出さ
　せ、採用を決定する。
４　本会は奨学生を採用決定したときは、在学学校長を経て、決定通知を交付する。
　（奨学金の交付）
第７条　奨学金は、２月分ずつ交付するものとし、特別の事情があるときは、３月分以上を合わせて交付するこ
　とがある。
２　奨学金の交付は、奨学生の設ける銀行預金口座に振り込んで行うものとする。
　（資格確認）
第８条　本会は、在学学校長の協力を得て、奨学生としての資格の確認等を行うものとする。
２　在学学校長は、調書により奨学生について、資格の確認等を行い、本会に報告するものとする。

３　本会は、前項の報告に基づき、奨学生に対しとるべき処置を決定し、必要に応じて、在学学校長を通じて当
　該者に通知するものとする。
　（奨学生の異動届）
第９条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。
　（１）　休学、復学、転学又は退学したとき。
　（２）　停学その他の処分を受けたとき。
　（３）　連帯保証人を変更したとき。
　（４）　本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
　（転学又は退学による奨学金の取扱）
第１０条　奨学生が退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。
２　奨学生が、転学した場合に在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を継続することがある。
　（奨学金の休止及び停止）
第１１条　奨学生が休学したとき又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
２　奨学生の学業又は性行などの状況により必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の
　貸与期間を短縮することがある。
　（奨学金の復活）
第１２条　前条の規定により、奨学金の交付を休止又は停止された者がその事由が止んで願い出たときには、奨
　学金の交付を復活することがある。ただし、休止された時から２年又は停止された時から２年を経過したとき
　はこの限りでない。
　（奨学金の廃止）
第１３条　奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を
　廃止することがある。
　（１）　傷病などのために成業の見込みがないとき。
　（２）　学業成績又は性行が不良となったとき。
　（３）　奨学金を必要としなくなったとき。
　（４）　奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
　（５）　在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
　（６）　奨学生申込書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となった
　　　　ことが判明したとき。
　（７）　その他奨学生としてふさわしくないと認められるとき。
　（奨学金の辞退）
第１４条　奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
　（返還誓約書の提出）
第１５条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人
　２名及び本人が未成年者の場合は親権者又は後見人と連署の上、返還誓約書（借用証書）を在学する学校又は
　在学した学校の長を経て、本会へ直ちに提出しなければならない。
　（１）　卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
　（２）　退学したとき。
　（３）　奨学金の交付を廃止されたとき。
　（４）　奨学金を辞退したとき。
　（奨学金の利息）
第１６条　奨学金には利息を付けない。
　　　第３章　奨学金の返還と返還猶予
　（奨学金の返還）
第１７条　奨学生が第１５条の各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して１年を経過し
　た後、貸与期間に３を乗じた年月数の間に奨学金を返還しなければならない。
２　前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦、月賦又はその他１年以内の割賦の方法によらなければならない。
３　奨学生又は奨学生であった者（奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同
　じ。）が次の各号の一に該当する場合は、その者の奨学金の返還については、前２項の規定は適用しない。こ
　の場合においては、本会の指定した日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
　（１）　第１３条第６号の規定により奨学金を廃止されたとき。
　（２）　正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。

公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則 ４　奨学生若しくは奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めたときは、第１項及び第２項の
　規定と異なる返還方法を指示することがある。
５　奨学金は、いつでも繰り上げ返還することができる。
　（奨学金の返還猶予）
第１８条　奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願い出によって奨学金の返還を猶予することが
　ある。
　（１）　災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
　（２）　高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学するとき。
　（３）　外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
　（４）　生活保護法による生活保護を受けているとき。
　（５）　その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき。
２　返還猶予期間は、前項第２号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当すると
　きは１年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願い出により重ねて１年ずつ延長することができる。
　ただし、前項第１号、第３号、第４号及び第５号に該当するときは、原則として通算５年を限度とする。
　（返還猶予の願出）
第１９条　奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、連帯保証
　人２名と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
　（延滞金）
第２０条　奨学生であった者が割賦金の返還を６月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。
２　前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金につき年利 ３ パーセントの割合をもって返還期限
　の翌日から返還完了の日までの日数によって計算した金額とする。ただし、延滞金の額が百円未満であるとき
　は、その金額を徴収しないものとする。
　（返還金の強制）
第２１条　奨学生であった者又はその連帯保証人（以下「奨学生であった者等」という。）が割賦金の返還を延
　滞したときは、民事訴訟法（平成８年法律第 1 0 9 号）及び民事執行法（昭和54年法律第４号）その他強制
　執行の手続きに関する法令に定める手続等により割賦金の返還を確保するものとする。
第２２条　奨学生であった者等が返還未済額の全部の返還（第１７条第３項の規定による奨学金返還未済額の全
　部の返還をいう。以下同じ。）の請求を受けても本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わない
　ときは、前条の規定を準用する。
２　奨学生であった者等が本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、その延滞してい
　る返還未済額の全部の額につき延滞金を徴収するものとする。この場合においては、第２０条第２項の規定を
　準用する。
　（返還金の充当）
第２３条　奨学生であった者等から返還金の支払いがあったときは、当該返還金を次の各号の定めるところによ
　り割賦金に充当する。
　（１）　返還期日の到来する割賦金及び返還期日の到来していない割賦金があるときは、返還期日の到来した
　　　　割賦金から充当する。
　（２）　返還期日の到来した割賦金については返還期日の早く到来したものから、返還期日の到来していない
　　　　割賦金については返還期日の早く到来することとなるものから充当する。
　（３）　返還期日の同じ割賦金については、先に貸与を受けた奨学金に係る割賦金から充当する。
　（奨学生であった者の届出）
第２４条　奨学生であった者が卒業、修了又は退学したときは、その住所及び勤務先を直ちに届け出なければな
　らない。
２　奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ち
　に届け出なければならない。
３　奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、職業その他重要な事項に変
　更があったときは、直ちに届け出なければならない。
　（死亡の届出）
第２５条　奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、在学した学校の長を経て直ちに異動届を提出し
　なければならない。
２　奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに死亡届を提出し
　なければならない。

３　第１項の異動届を提出する場合は、第１５条の規定に準じて返還誓約書（借用証書）を併せて提出しなけれ
　ばならない。
　　　第４章　奨学金の返還免除
　（奨学金の返還免除）
第２６条　奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は
　一部の返還を免除することがある。
　（１）　死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その奨学金を返還することができな
　　　　くなったとき。
　（２）　精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなっ
　　　　たとき。
２　奨学生が負担する自宅から在籍する高校までの通学費又は下宿費が一定額以上である場合、理事長が定める
　方法により計算した額を免除することができる。
　（返還免除の願出）
第２７条　前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人２名と
　連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。
　（１）　死亡によるときは戸籍抄本
　（２）　心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書並びに返還できなくなっ
　　　　た事情を証する書類
　（３）　通学費及び下宿費について、理事長が定める額を超える額を負担するときは、その負担額を確認でき
　　　　る書類
　（返還免除の決定）
第２８条　前２条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人
　又は連帯保証人に通知する。
　　　第５章　補則
　（実施細目）
第２９条　この規則の実施について必要な事項は、理事長が定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第４条第１項の規定は、この規則の施行
の日（以下「施行日」という。）以降に奨学生に採用される者に貸与される奨学金の月額について適用し、
施行日前に奨学生に採用された者に貸与される奨学金の月額については、なお従前の例による。

　　附　則
この規則は、令和２年４月１日から施行する。

　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　この規則の施行の日前に改正前の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則の規定により貸
　　与の決定がなされている学資に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。ただし、理事長が特に
　　必要と認めるときは、この限りでない。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第５条、第９条、第１５条、第１９条、
　　第２１条、第２４条、第２７条の規定は、令和６年４月１日以降に採用される者に適用する。
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　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この規則は、公益財団法人青森県育英奨学会定款第４条第１号のうち、高等学校等に在学する生徒が受
　ける奨学金の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
　（奨学生と奨学金）
第２条　本会は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与する。
２　この規則に基づき学資の貸与を受ける者を高等学校奨学生（以下「奨学生」という。）といい、その学資を
　高等学校奨学金（以下「奨学金」という。）という。
　（奨学生の資格）
第３条　本会の奨学生となる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
　　（１）　青森県人の子弟であること。
　　（２）　高等学校（中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）及び専修学校
　　　　の高等課程に在学していること。
　　（３）　学業・人物ともに優秀で、かつ健康であること。
　　（４）　学資の支弁が困難であると認められること。
　　（奨学金の額及び貸与期間）
第４条　奨学金の月額は、18,000円、23,000円、30,000円、35,000円の中から奨学生が選択するものとする。
２　奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の修業年限の終期とする。
　　ただし、奨学生に採用される前に、奨学金の貸与を受けた期間がある場合は、当該期間を除算する。
３　主たる家計支持者の失職、倒産、病気又は死亡若しくは火災、風水害等の事由により家計が急変し、緊急に
　奨学金を必要とする者の貸与期間等は、理事長が別に定める。
　　緊急採用による奨学金の貸与終期は、採用年度の年度末までとする。
４　学科の専攻科へ進学した奨学生は、引き続き修業年限の終期まで奨学金を貸与することができる。
　　　第２章　奨学生の採用と奨学金の交付
　（奨学金申込書の提出）
第５条　奨学生志願者は、連帯保証人２名と連署して、本会あての奨学金申込書、その他理事長が定める書類
　（以下「申込書類」という。）を現に在学する学校の長（以下「在学学校長」という。）に提出して、その推薦
　を受けなければならない。
２　奨学生志願者で、現に学校に在学していない者の申込書類は、前項の規定にかかわらず、その者の卒業した
　学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
３　第１項から第２項の規定により申込書類を受け取った学校の長が奨学生志願者を本会に推薦しようとすると
　きは、第３条に規定する奨学生としての資格を審査の上、学業成績その他必要な事項を記入し、本会に提出す
　るものとする。
４　連帯保証人のうち１名は、青森県内に住所を有する者であって、奨学生志願者が未成年者の場合はその親権
　者又は後見人、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者、他の１名は、独立の生計を営む者であって、原
　則として、奨学生の４親等以内（父母を除く。）の親族でなければならない。
　（奨学生の採用及び確認書の提出）
第６条　奨学生の採用は、奨学生選考委員会において選考の上、これを決定する。
２　採用となった奨学生は、確認書を在学学校長を経て提出するものとする。
３　進学を条件として予約した者については、入学を証する所定の進学届及び確認書を在学学校長を経て提出さ
　せ、採用を決定する。
４　本会は奨学生を採用決定したときは、在学学校長を経て、決定通知を交付する。
　（奨学金の交付）
第７条　奨学金は、２月分ずつ交付するものとし、特別の事情があるときは、３月分以上を合わせて交付するこ
　とがある。
２　奨学金の交付は、奨学生の設ける銀行預金口座に振り込んで行うものとする。
　（資格確認）
第８条　本会は、在学学校長の協力を得て、奨学生としての資格の確認等を行うものとする。
２　在学学校長は、調書により奨学生について、資格の確認等を行い、本会に報告するものとする。

３　本会は、前項の報告に基づき、奨学生に対しとるべき処置を決定し、必要に応じて、在学学校長を通じて当
　該者に通知するものとする。
　（奨学生の異動届）
第９条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。
　（１）　休学、復学、転学又は退学したとき。
　（２）　停学その他の処分を受けたとき。
　（３）　連帯保証人を変更したとき。
　（４）　本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
　（転学又は退学による奨学金の取扱）
第１０条　奨学生が退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。
２　奨学生が、転学した場合に在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を継続することがある。
　（奨学金の休止及び停止）
第１１条　奨学生が休学したとき又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
２　奨学生の学業又は性行などの状況により必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の
　貸与期間を短縮することがある。
　（奨学金の復活）
第１２条　前条の規定により、奨学金の交付を休止又は停止された者がその事由が止んで願い出たときには、奨
　学金の交付を復活することがある。ただし、休止された時から２年又は停止された時から２年を経過したとき
　はこの限りでない。
　（奨学金の廃止）
第１３条　奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を
　廃止することがある。
　（１）　傷病などのために成業の見込みがないとき。
　（２）　学業成績又は性行が不良となったとき。
　（３）　奨学金を必要としなくなったとき。
　（４）　奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
　（５）　在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
　（６）　奨学生申込書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となった
　　　　ことが判明したとき。
　（７）　その他奨学生としてふさわしくないと認められるとき。
　（奨学金の辞退）
第１４条　奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
　（返還誓約書の提出）
第１５条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人
　２名及び本人が未成年者の場合は親権者又は後見人と連署の上、返還誓約書（借用証書）を在学する学校又は
　在学した学校の長を経て、本会へ直ちに提出しなければならない。
　（１）　卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
　（２）　退学したとき。
　（３）　奨学金の交付を廃止されたとき。
　（４）　奨学金を辞退したとき。
　（奨学金の利息）
第１６条　奨学金には利息を付けない。
　　　第３章　奨学金の返還と返還猶予
　（奨学金の返還）
第１７条　奨学生が第１５条の各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して１年を経過し
　た後、貸与期間に３を乗じた年月数の間に奨学金を返還しなければならない。
２　前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦、月賦又はその他１年以内の割賦の方法によらなければならない。
３　奨学生又は奨学生であった者（奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同
　じ。）が次の各号の一に該当する場合は、その者の奨学金の返還については、前２項の規定は適用しない。こ
　の場合においては、本会の指定した日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
　（１）　第１３条第６号の規定により奨学金を廃止されたとき。
　（２）　正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。

４　奨学生若しくは奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めたときは、第１項及び第２項の
　規定と異なる返還方法を指示することがある。
５　奨学金は、いつでも繰り上げ返還することができる。
　（奨学金の返還猶予）
第１８条　奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願い出によって奨学金の返還を猶予することが
　ある。
　（１）　災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
　（２）　高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学するとき。
　（３）　外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
　（４）　生活保護法による生活保護を受けているとき。
　（５）　その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき。
２　返還猶予期間は、前項第２号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当すると
　きは１年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願い出により重ねて１年ずつ延長することができる。
　ただし、前項第１号、第３号、第４号及び第５号に該当するときは、原則として通算５年を限度とする。
　（返還猶予の願出）
第１９条　奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、連帯保証
　人２名と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
　（延滞金）
第２０条　奨学生であった者が割賦金の返還を６月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。
２　前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金につき年利 ３ パーセントの割合をもって返還期限
　の翌日から返還完了の日までの日数によって計算した金額とする。ただし、延滞金の額が百円未満であるとき
　は、その金額を徴収しないものとする。
　（返還金の強制）
第２１条　奨学生であった者又はその連帯保証人（以下「奨学生であった者等」という。）が割賦金の返還を延
　滞したときは、民事訴訟法（平成８年法律第 1 0 9 号）及び民事執行法（昭和54年法律第４号）その他強制
　執行の手続きに関する法令に定める手続等により割賦金の返還を確保するものとする。
第２２条　奨学生であった者等が返還未済額の全部の返還（第１７条第３項の規定による奨学金返還未済額の全
　部の返還をいう。以下同じ。）の請求を受けても本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わない
　ときは、前条の規定を準用する。
２　奨学生であった者等が本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、その延滞してい
　る返還未済額の全部の額につき延滞金を徴収するものとする。この場合においては、第２０条第２項の規定を
　準用する。
　（返還金の充当）
第２３条　奨学生であった者等から返還金の支払いがあったときは、当該返還金を次の各号の定めるところによ
　り割賦金に充当する。
　（１）　返還期日の到来する割賦金及び返還期日の到来していない割賦金があるときは、返還期日の到来した
　　　　割賦金から充当する。
　（２）　返還期日の到来した割賦金については返還期日の早く到来したものから、返還期日の到来していない
　　　　割賦金については返還期日の早く到来することとなるものから充当する。
　（３）　返還期日の同じ割賦金については、先に貸与を受けた奨学金に係る割賦金から充当する。
　（奨学生であった者の届出）
第２４条　奨学生であった者が卒業、修了又は退学したときは、その住所及び勤務先を直ちに届け出なければな
　らない。
２　奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ち
　に届け出なければならない。
３　奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、職業その他重要な事項に変
　更があったときは、直ちに届け出なければならない。
　（死亡の届出）
第２５条　奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、在学した学校の長を経て直ちに異動届を提出し
　なければならない。
２　奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに死亡届を提出し
　なければならない。

３　第１項の異動届を提出する場合は、第１５条の規定に準じて返還誓約書（借用証書）を併せて提出しなけれ
　ばならない。
　　　第４章　奨学金の返還免除
　（奨学金の返還免除）
第２６条　奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は
　一部の返還を免除することがある。
　（１）　死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その奨学金を返還することができな
　　　　くなったとき。
　（２）　精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなっ
　　　　たとき。
２　奨学生が負担する自宅から在籍する高校までの通学費又は下宿費が一定額以上である場合、理事長が定める
　方法により計算した額を免除することができる。
　（返還免除の願出）
第２７条　前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人２名と
　連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。
　（１）　死亡によるときは戸籍抄本
　（２）　心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書並びに返還できなくなっ
　　　　た事情を証する書類
　（３）　通学費及び下宿費について、理事長が定める額を超える額を負担するときは、その負担額を確認でき
　　　　る書類
　（返還免除の決定）
第２８条　前２条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人
　又は連帯保証人に通知する。
　　　第５章　補則
　（実施細目）
第２９条　この規則の実施について必要な事項は、理事長が定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第４条第１項の規定は、この規則の施行
の日（以下「施行日」という。）以降に奨学生に採用される者に貸与される奨学金の月額について適用し、
施行日前に奨学生に採用された者に貸与される奨学金の月額については、なお従前の例による。

　　附　則
この規則は、令和２年４月１日から施行する。

　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　この規則の施行の日前に改正前の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則の規定により貸
　　与の決定がなされている学資に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。ただし、理事長が特に
　　必要と認めるときは、この限りでない。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第５条、第９条、第１５条、第１９条、
　　第２１条、第２４条、第２７条の規定は、令和６年４月１日以降に採用される者に適用する。
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　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この規則は、公益財団法人青森県育英奨学会定款第４条第１号のうち、高等学校等に在学する生徒が受
　ける奨学金の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
　（奨学生と奨学金）
第２条　本会は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与する。
２　この規則に基づき学資の貸与を受ける者を高等学校奨学生（以下「奨学生」という。）といい、その学資を
　高等学校奨学金（以下「奨学金」という。）という。
　（奨学生の資格）
第３条　本会の奨学生となる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
　　（１）　青森県人の子弟であること。
　　（２）　高等学校（中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）及び専修学校
　　　　の高等課程に在学していること。
　　（３）　学業・人物ともに優秀で、かつ健康であること。
　　（４）　学資の支弁が困難であると認められること。
　　（奨学金の額及び貸与期間）
第４条　奨学金の月額は、18,000円、23,000円、30,000円、35,000円の中から奨学生が選択するものとする。
２　奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の修業年限の終期とする。
　　ただし、奨学生に採用される前に、奨学金の貸与を受けた期間がある場合は、当該期間を除算する。
３　主たる家計支持者の失職、倒産、病気又は死亡若しくは火災、風水害等の事由により家計が急変し、緊急に
　奨学金を必要とする者の貸与期間等は、理事長が別に定める。
　　緊急採用による奨学金の貸与終期は、採用年度の年度末までとする。
４　学科の専攻科へ進学した奨学生は、引き続き修業年限の終期まで奨学金を貸与することができる。
　　　第２章　奨学生の採用と奨学金の交付
　（奨学金申込書の提出）
第５条　奨学生志願者は、連帯保証人２名と連署して、本会あての奨学金申込書、その他理事長が定める書類
　（以下「申込書類」という。）を現に在学する学校の長（以下「在学学校長」という。）に提出して、その推薦
　を受けなければならない。
２　奨学生志願者で、現に学校に在学していない者の申込書類は、前項の規定にかかわらず、その者の卒業した
　学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
３　第１項から第２項の規定により申込書類を受け取った学校の長が奨学生志願者を本会に推薦しようとすると
　きは、第３条に規定する奨学生としての資格を審査の上、学業成績その他必要な事項を記入し、本会に提出す
　るものとする。
４　連帯保証人のうち１名は、青森県内に住所を有する者であって、奨学生志願者が未成年者の場合はその親権
　者又は後見人、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者、他の１名は、独立の生計を営む者であって、原
　則として、奨学生の４親等以内（父母を除く。）の親族でなければならない。
　（奨学生の採用及び確認書の提出）
第６条　奨学生の採用は、奨学生選考委員会において選考の上、これを決定する。
２　採用となった奨学生は、確認書を在学学校長を経て提出するものとする。
３　進学を条件として予約した者については、入学を証する所定の進学届及び確認書を在学学校長を経て提出さ
　せ、採用を決定する。
４　本会は奨学生を採用決定したときは、在学学校長を経て、決定通知を交付する。
　（奨学金の交付）
第７条　奨学金は、２月分ずつ交付するものとし、特別の事情があるときは、３月分以上を合わせて交付するこ
　とがある。
２　奨学金の交付は、奨学生の設ける銀行預金口座に振り込んで行うものとする。
　（資格確認）
第８条　本会は、在学学校長の協力を得て、奨学生としての資格の確認等を行うものとする。
２　在学学校長は、調書により奨学生について、資格の確認等を行い、本会に報告するものとする。

３　本会は、前項の報告に基づき、奨学生に対しとるべき処置を決定し、必要に応じて、在学学校長を通じて当
　該者に通知するものとする。
　（奨学生の異動届）
第９条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。
　（１）　休学、復学、転学又は退学したとき。
　（２）　停学その他の処分を受けたとき。
　（３）　連帯保証人を変更したとき。
　（４）　本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
　（転学又は退学による奨学金の取扱）
第１０条　奨学生が退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。
２　奨学生が、転学した場合に在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を継続することがある。
　（奨学金の休止及び停止）
第１１条　奨学生が休学したとき又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
２　奨学生の学業又は性行などの状況により必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の
　貸与期間を短縮することがある。
　（奨学金の復活）
第１２条　前条の規定により、奨学金の交付を休止又は停止された者がその事由が止んで願い出たときには、奨
　学金の交付を復活することがある。ただし、休止された時から２年又は停止された時から２年を経過したとき
　はこの限りでない。
　（奨学金の廃止）
第１３条　奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を
　廃止することがある。
　（１）　傷病などのために成業の見込みがないとき。
　（２）　学業成績又は性行が不良となったとき。
　（３）　奨学金を必要としなくなったとき。
　（４）　奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
　（５）　在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
　（６）　奨学生申込書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となった
　　　　ことが判明したとき。
　（７）　その他奨学生としてふさわしくないと認められるとき。
　（奨学金の辞退）
第１４条　奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
　（返還誓約書の提出）
第１５条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人
　２名及び本人が未成年者の場合は親権者又は後見人と連署の上、返還誓約書（借用証書）を在学する学校又は
　在学した学校の長を経て、本会へ直ちに提出しなければならない。
　（１）　卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
　（２）　退学したとき。
　（３）　奨学金の交付を廃止されたとき。
　（４）　奨学金を辞退したとき。
　（奨学金の利息）
第１６条　奨学金には利息を付けない。
　　　第３章　奨学金の返還と返還猶予
　（奨学金の返還）
第１７条　奨学生が第１５条の各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して１年を経過し
　た後、貸与期間に３を乗じた年月数の間に奨学金を返還しなければならない。
２　前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦、月賦又はその他１年以内の割賦の方法によらなければならない。
３　奨学生又は奨学生であった者（奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同
　じ。）が次の各号の一に該当する場合は、その者の奨学金の返還については、前２項の規定は適用しない。こ
　の場合においては、本会の指定した日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
　（１）　第１３条第６号の規定により奨学金を廃止されたとき。
　（２）　正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。

４　奨学生若しくは奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めたときは、第１項及び第２項の
　規定と異なる返還方法を指示することがある。
５　奨学金は、いつでも繰り上げ返還することができる。
　（奨学金の返還猶予）
第１８条　奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願い出によって奨学金の返還を猶予することが
　ある。
　（１）　災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
　（２）　高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学するとき。
　（３）　外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
　（４）　生活保護法による生活保護を受けているとき。
　（５）　その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき。
２　返還猶予期間は、前項第２号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当すると
　きは１年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願い出により重ねて１年ずつ延長することができる。
　ただし、前項第１号、第３号、第４号及び第５号に該当するときは、原則として通算５年を限度とする。
　（返還猶予の願出）
第１９条　奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、連帯保証
　人２名と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
　（延滞金）
第２０条　奨学生であった者が割賦金の返還を６月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。
２　前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金につき年利 ３ パーセントの割合をもって返還期限
　の翌日から返還完了の日までの日数によって計算した金額とする。ただし、延滞金の額が百円未満であるとき
　は、その金額を徴収しないものとする。
　（返還金の強制）
第２１条　奨学生であった者又はその連帯保証人（以下「奨学生であった者等」という。）が割賦金の返還を延
　滞したときは、民事訴訟法（平成８年法律第 1 0 9 号）及び民事執行法（昭和54年法律第４号）その他強制
　執行の手続きに関する法令に定める手続等により割賦金の返還を確保するものとする。
第２２条　奨学生であった者等が返還未済額の全部の返還（第１７条第３項の規定による奨学金返還未済額の全
　部の返還をいう。以下同じ。）の請求を受けても本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わない
　ときは、前条の規定を準用する。
２　奨学生であった者等が本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、その延滞してい
　る返還未済額の全部の額につき延滞金を徴収するものとする。この場合においては、第２０条第２項の規定を
　準用する。
　（返還金の充当）
第２３条　奨学生であった者等から返還金の支払いがあったときは、当該返還金を次の各号の定めるところによ
　り割賦金に充当する。
　（１）　返還期日の到来する割賦金及び返還期日の到来していない割賦金があるときは、返還期日の到来した
　　　　割賦金から充当する。
　（２）　返還期日の到来した割賦金については返還期日の早く到来したものから、返還期日の到来していない
　　　　割賦金については返還期日の早く到来することとなるものから充当する。
　（３）　返還期日の同じ割賦金については、先に貸与を受けた奨学金に係る割賦金から充当する。
　（奨学生であった者の届出）
第２４条　奨学生であった者が卒業、修了又は退学したときは、その住所及び勤務先を直ちに届け出なければな
　らない。
２　奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ち
　に届け出なければならない。
３　奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、職業その他重要な事項に変
　更があったときは、直ちに届け出なければならない。
　（死亡の届出）
第２５条　奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、在学した学校の長を経て直ちに異動届を提出し
　なければならない。
２　奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに死亡届を提出し
　なければならない。

３　第１項の異動届を提出する場合は、第１５条の規定に準じて返還誓約書（借用証書）を併せて提出しなけれ
　ばならない。
　　　第４章　奨学金の返還免除
　（奨学金の返還免除）
第２６条　奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は
　一部の返還を免除することがある。
　（１）　死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その奨学金を返還することができな
　　　　くなったとき。
　（２）　精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなっ
　　　　たとき。
２　奨学生が負担する自宅から在籍する高校までの通学費又は下宿費が一定額以上である場合、理事長が定める
　方法により計算した額を免除することができる。
　（返還免除の願出）
第２７条　前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人２名と
　連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。
　（１）　死亡によるときは戸籍抄本
　（２）　心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書並びに返還できなくなっ
　　　　た事情を証する書類
　（３）　通学費及び下宿費について、理事長が定める額を超える額を負担するときは、その負担額を確認でき
　　　　る書類
　（返還免除の決定）
第２８条　前２条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人
　又は連帯保証人に通知する。
　　　第５章　補則
　（実施細目）
第２９条　この規則の実施について必要な事項は、理事長が定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第４条第１項の規定は、この規則の施行
の日（以下「施行日」という。）以降に奨学生に採用される者に貸与される奨学金の月額について適用し、
施行日前に奨学生に採用された者に貸与される奨学金の月額については、なお従前の例による。

　　附　則
この規則は、令和２年４月１日から施行する。

　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　この規則の施行の日前に改正前の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則の規定により貸
　　与の決定がなされている学資に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。ただし、理事長が特に
　　必要と認めるときは、この限りでない。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第５条、第９条、第１５条、第１９条、
　　第２１条、第２４条、第２７条の規定は、令和６年４月１日以降に採用される者に適用する。
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　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この規則は、公益財団法人青森県育英奨学会定款第４条第１号のうち、高等学校等に在学する生徒が受
　ける奨学金の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
　（奨学生と奨学金）
第２条　本会は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与する。
２　この規則に基づき学資の貸与を受ける者を高等学校奨学生（以下「奨学生」という。）といい、その学資を
　高等学校奨学金（以下「奨学金」という。）という。
　（奨学生の資格）
第３条　本会の奨学生となる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
　　（１）　青森県人の子弟であること。
　　（２）　高等学校（中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）及び専修学校
　　　　の高等課程に在学していること。
　　（３）　学業・人物ともに優秀で、かつ健康であること。
　　（４）　学資の支弁が困難であると認められること。
　　（奨学金の額及び貸与期間）
第４条　奨学金の月額は、18,000円、23,000円、30,000円、35,000円の中から奨学生が選択するものとする。
２　奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の修業年限の終期とする。
　　ただし、奨学生に採用される前に、奨学金の貸与を受けた期間がある場合は、当該期間を除算する。
３　主たる家計支持者の失職、倒産、病気又は死亡若しくは火災、風水害等の事由により家計が急変し、緊急に
　奨学金を必要とする者の貸与期間等は、理事長が別に定める。
　　緊急採用による奨学金の貸与終期は、採用年度の年度末までとする。
４　学科の専攻科へ進学した奨学生は、引き続き修業年限の終期まで奨学金を貸与することができる。
　　　第２章　奨学生の採用と奨学金の交付
　（奨学金申込書の提出）
第５条　奨学生志願者は、連帯保証人２名と連署して、本会あての奨学金申込書、その他理事長が定める書類
　（以下「申込書類」という。）を現に在学する学校の長（以下「在学学校長」という。）に提出して、その推薦
　を受けなければならない。
２　奨学生志願者で、現に学校に在学していない者の申込書類は、前項の規定にかかわらず、その者の卒業した
　学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
３　第１項から第２項の規定により申込書類を受け取った学校の長が奨学生志願者を本会に推薦しようとすると
　きは、第３条に規定する奨学生としての資格を審査の上、学業成績その他必要な事項を記入し、本会に提出す
　るものとする。
４　連帯保証人のうち１名は、青森県内に住所を有する者であって、奨学生志願者が未成年者の場合はその親権
　者又は後見人、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者、他の１名は、独立の生計を営む者であって、原
　則として、奨学生の４親等以内（父母を除く。）の親族でなければならない。
　（奨学生の採用及び確認書の提出）
第６条　奨学生の採用は、奨学生選考委員会において選考の上、これを決定する。
２　採用となった奨学生は、確認書を在学学校長を経て提出するものとする。
３　進学を条件として予約した者については、入学を証する所定の進学届及び確認書を在学学校長を経て提出さ
　せ、採用を決定する。
４　本会は奨学生を採用決定したときは、在学学校長を経て、決定通知を交付する。
　（奨学金の交付）
第７条　奨学金は、２月分ずつ交付するものとし、特別の事情があるときは、３月分以上を合わせて交付するこ
　とがある。
２　奨学金の交付は、奨学生の設ける銀行預金口座に振り込んで行うものとする。
　（資格確認）
第８条　本会は、在学学校長の協力を得て、奨学生としての資格の確認等を行うものとする。
２　在学学校長は、調書により奨学生について、資格の確認等を行い、本会に報告するものとする。

３　本会は、前項の報告に基づき、奨学生に対しとるべき処置を決定し、必要に応じて、在学学校長を通じて当
　該者に通知するものとする。
　（奨学生の異動届）
第９条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。
　（１）　休学、復学、転学又は退学したとき。
　（２）　停学その他の処分を受けたとき。
　（３）　連帯保証人を変更したとき。
　（４）　本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
　（転学又は退学による奨学金の取扱）
第１０条　奨学生が退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。
２　奨学生が、転学した場合に在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を継続することがある。
　（奨学金の休止及び停止）
第１１条　奨学生が休学したとき又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
２　奨学生の学業又は性行などの状況により必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の
　貸与期間を短縮することがある。
　（奨学金の復活）
第１２条　前条の規定により、奨学金の交付を休止又は停止された者がその事由が止んで願い出たときには、奨
　学金の交付を復活することがある。ただし、休止された時から２年又は停止された時から２年を経過したとき
　はこの限りでない。
　（奨学金の廃止）
第１３条　奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を
　廃止することがある。
　（１）　傷病などのために成業の見込みがないとき。
　（２）　学業成績又は性行が不良となったとき。
　（３）　奨学金を必要としなくなったとき。
　（４）　奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
　（５）　在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
　（６）　奨学生申込書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となった
　　　　ことが判明したとき。
　（７）　その他奨学生としてふさわしくないと認められるとき。
　（奨学金の辞退）
第１４条　奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
　（返還誓約書の提出）
第１５条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人
　２名及び本人が未成年者の場合は親権者又は後見人と連署の上、返還誓約書（借用証書）を在学する学校又は
　在学した学校の長を経て、本会へ直ちに提出しなければならない。
　（１）　卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
　（２）　退学したとき。
　（３）　奨学金の交付を廃止されたとき。
　（４）　奨学金を辞退したとき。
　（奨学金の利息）
第１６条　奨学金には利息を付けない。
　　　第３章　奨学金の返還と返還猶予
　（奨学金の返還）
第１７条　奨学生が第１５条の各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して１年を経過し
　た後、貸与期間に３を乗じた年月数の間に奨学金を返還しなければならない。
２　前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦、月賦又はその他１年以内の割賦の方法によらなければならない。
３　奨学生又は奨学生であった者（奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同
　じ。）が次の各号の一に該当する場合は、その者の奨学金の返還については、前２項の規定は適用しない。こ
　の場合においては、本会の指定した日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
　（１）　第１３条第６号の規定により奨学金を廃止されたとき。
　（２）　正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。

４　奨学生若しくは奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めたときは、第１項及び第２項の
　規定と異なる返還方法を指示することがある。
５　奨学金は、いつでも繰り上げ返還することができる。
　（奨学金の返還猶予）
第１８条　奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願い出によって奨学金の返還を猶予することが
　ある。
　（１）　災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
　（２）　高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学するとき。
　（３）　外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
　（４）　生活保護法による生活保護を受けているとき。
　（５）　その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき。
２　返還猶予期間は、前項第２号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当すると
　きは１年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願い出により重ねて１年ずつ延長することができる。
　ただし、前項第１号、第３号、第４号及び第５号に該当するときは、原則として通算５年を限度とする。
　（返還猶予の願出）
第１９条　奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、連帯保証
　人２名と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
　（延滞金）
第２０条　奨学生であった者が割賦金の返還を６月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。
２　前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金につき年利 ３ パーセントの割合をもって返還期限
　の翌日から返還完了の日までの日数によって計算した金額とする。ただし、延滞金の額が百円未満であるとき
　は、その金額を徴収しないものとする。
　（返還金の強制）
第２１条　奨学生であった者又はその連帯保証人（以下「奨学生であった者等」という。）が割賦金の返還を延
　滞したときは、民事訴訟法（平成８年法律第 1 0 9 号）及び民事執行法（昭和54年法律第４号）その他強制
　執行の手続きに関する法令に定める手続等により割賦金の返還を確保するものとする。
第２２条　奨学生であった者等が返還未済額の全部の返還（第１７条第３項の規定による奨学金返還未済額の全
　部の返還をいう。以下同じ。）の請求を受けても本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わない
　ときは、前条の規定を準用する。
２　奨学生であった者等が本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、その延滞してい
　る返還未済額の全部の額につき延滞金を徴収するものとする。この場合においては、第２０条第２項の規定を
　準用する。
　（返還金の充当）
第２３条　奨学生であった者等から返還金の支払いがあったときは、当該返還金を次の各号の定めるところによ
　り割賦金に充当する。
　（１）　返還期日の到来する割賦金及び返還期日の到来していない割賦金があるときは、返還期日の到来した
　　　　割賦金から充当する。
　（２）　返還期日の到来した割賦金については返還期日の早く到来したものから、返還期日の到来していない
　　　　割賦金については返還期日の早く到来することとなるものから充当する。
　（３）　返還期日の同じ割賦金については、先に貸与を受けた奨学金に係る割賦金から充当する。
　（奨学生であった者の届出）
第２４条　奨学生であった者が卒業、修了又は退学したときは、その住所及び勤務先を直ちに届け出なければな
　らない。
２　奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ち
　に届け出なければならない。
３　奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、職業その他重要な事項に変
　更があったときは、直ちに届け出なければならない。
　（死亡の届出）
第２５条　奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、在学した学校の長を経て直ちに異動届を提出し
　なければならない。
２　奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに死亡届を提出し
　なければならない。

３　第１項の異動届を提出する場合は、第１５条の規定に準じて返還誓約書（借用証書）を併せて提出しなけれ
　ばならない。
　　　第４章　奨学金の返還免除
　（奨学金の返還免除）
第２６条　奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は
　一部の返還を免除することがある。
　（１）　死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その奨学金を返還することができな
　　　　くなったとき。
　（２）　精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなっ
　　　　たとき。
２　奨学生が負担する自宅から在籍する高校までの通学費又は下宿費が一定額以上である場合、理事長が定める
　方法により計算した額を免除することができる。
　（返還免除の願出）
第２７条　前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人２名と
　連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。
　（１）　死亡によるときは戸籍抄本
　（２）　心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書並びに返還できなくなっ
　　　　た事情を証する書類
　（３）　通学費及び下宿費について、理事長が定める額を超える額を負担するときは、その負担額を確認でき
　　　　る書類
　（返還免除の決定）
第２８条　前２条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人
　又は連帯保証人に通知する。
　　　第５章　補則
　（実施細目）
第２９条　この規則の実施について必要な事項は、理事長が定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第４条第１項の規定は、この規則の施行
の日（以下「施行日」という。）以降に奨学生に採用される者に貸与される奨学金の月額について適用し、
施行日前に奨学生に採用された者に貸与される奨学金の月額については、なお従前の例による。
　　附　則
この規則は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　この規則の施行の日前に改正前の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則の規定により貸
　　与の決定がなされている学資に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。ただし、理事長が特に
　　必要と認めるときは、この限りでない。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第５条、第９条、第１５条、第１９条、
　　第２１条、第２４条、第２７条の規定は、令和６年４月１日以降に採用される者に適用する。
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　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この規則は、公益財団法人青森県育英奨学会定款第４条第１号のうち、高等学校等に在学する生徒が受
　ける奨学金の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
　（奨学生と奨学金）
第２条　本会は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与する。
２　この規則に基づき学資の貸与を受ける者を高等学校奨学生（以下「奨学生」という。）といい、その学資を
　高等学校奨学金（以下「奨学金」という。）という。
　（奨学生の資格）
第３条　本会の奨学生となる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
　　（１）　青森県人の子弟であること。
　　（２）　高等学校（中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）及び専修学校
　　　　の高等課程に在学していること。
　　（３）　学業・人物ともに優秀で、かつ健康であること。
　　（４）　学資の支弁が困難であると認められること。
　　（奨学金の額及び貸与期間）
第４条　奨学金の月額は、18,000円、23,000円、30,000円、35,000円の中から奨学生が選択するものとする。
２　奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の修業年限の終期とする。
　　ただし、奨学生に採用される前に、奨学金の貸与を受けた期間がある場合は、当該期間を除算する。
３　主たる家計支持者の失職、倒産、病気又は死亡若しくは火災、風水害等の事由により家計が急変し、緊急に
　奨学金を必要とする者の貸与期間等は、理事長が別に定める。
　　緊急採用による奨学金の貸与終期は、採用年度の年度末までとする。
４　学科の専攻科へ進学した奨学生は、引き続き修業年限の終期まで奨学金を貸与することができる。
　　　第２章　奨学生の採用と奨学金の交付
　（奨学金申込書の提出）
第５条　奨学生志願者は、連帯保証人２名と連署して、本会あての奨学金申込書、その他理事長が定める書類
　（以下「申込書類」という。）を現に在学する学校の長（以下「在学学校長」という。）に提出して、その推薦
　を受けなければならない。
２　奨学生志願者で、現に学校に在学していない者の申込書類は、前項の規定にかかわらず、その者の卒業した
　学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
３　第１項から第２項の規定により申込書類を受け取った学校の長が奨学生志願者を本会に推薦しようとすると
　きは、第３条に規定する奨学生としての資格を審査の上、学業成績その他必要な事項を記入し、本会に提出す
　るものとする。
４　連帯保証人のうち１名は、青森県内に住所を有する者であって、奨学生志願者が未成年者の場合はその親権
　者又は後見人、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者、他の１名は、独立の生計を営む者であって、原
　則として、奨学生の４親等以内（父母を除く。）の親族でなければならない。
　（奨学生の採用及び確認書の提出）
第６条　奨学生の採用は、奨学生選考委員会において選考の上、これを決定する。
２　採用となった奨学生は、確認書を在学学校長を経て提出するものとする。
３　進学を条件として予約した者については、入学を証する所定の進学届及び確認書を在学学校長を経て提出さ
　せ、採用を決定する。
４　本会は奨学生を採用決定したときは、在学学校長を経て、決定通知を交付する。
　（奨学金の交付）
第７条　奨学金は、２月分ずつ交付するものとし、特別の事情があるときは、３月分以上を合わせて交付するこ
　とがある。
２　奨学金の交付は、奨学生の設ける銀行預金口座に振り込んで行うものとする。
　（資格確認）
第８条　本会は、在学学校長の協力を得て、奨学生としての資格の確認等を行うものとする。
２　在学学校長は、調書により奨学生について、資格の確認等を行い、本会に報告するものとする。

３　本会は、前項の報告に基づき、奨学生に対しとるべき処置を決定し、必要に応じて、在学学校長を通じて当
　該者に通知するものとする。
　（奨学生の異動届）
第９条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。
　（１）　休学、復学、転学又は退学したとき。
　（２）　停学その他の処分を受けたとき。
　（３）　連帯保証人を変更したとき。
　（４）　本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
　（転学又は退学による奨学金の取扱）
第１０条　奨学生が退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。
２　奨学生が、転学した場合に在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を継続することがある。
　（奨学金の休止及び停止）
第１１条　奨学生が休学したとき又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
２　奨学生の学業又は性行などの状況により必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の
　貸与期間を短縮することがある。
　（奨学金の復活）
第１２条　前条の規定により、奨学金の交付を休止又は停止された者がその事由が止んで願い出たときには、奨
　学金の交付を復活することがある。ただし、休止された時から２年又は停止された時から２年を経過したとき
　はこの限りでない。
　（奨学金の廃止）
第１３条　奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を
　廃止することがある。
　（１）　傷病などのために成業の見込みがないとき。
　（２）　学業成績又は性行が不良となったとき。
　（３）　奨学金を必要としなくなったとき。
　（４）　奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
　（５）　在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
　（６）　奨学生申込書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となった
　　　　ことが判明したとき。
　（７）　その他奨学生としてふさわしくないと認められるとき。
　（奨学金の辞退）
第１４条　奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
　（返還誓約書の提出）
第１５条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人
　２名及び本人が未成年者の場合は親権者又は後見人と連署の上、返還誓約書（借用証書）を在学する学校又は
　在学した学校の長を経て、本会へ直ちに提出しなければならない。
　（１）　卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
　（２）　退学したとき。
　（３）　奨学金の交付を廃止されたとき。
　（４）　奨学金を辞退したとき。
　（奨学金の利息）
第１６条　奨学金には利息を付けない。
　　　第３章　奨学金の返還と返還猶予
　（奨学金の返還）
第１７条　奨学生が第１５条の各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して１年を経過し
　た後、貸与期間に３を乗じた年月数の間に奨学金を返還しなければならない。
２　前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦、月賦又はその他１年以内の割賦の方法によらなければならない。
３　奨学生又は奨学生であった者（奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同
　じ。）が次の各号の一に該当する場合は、その者の奨学金の返還については、前２項の規定は適用しない。こ
　の場合においては、本会の指定した日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
　（１）　第１３条第６号の規定により奨学金を廃止されたとき。
　（２）　正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。

４　奨学生若しくは奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めたときは、第１項及び第２項の
　規定と異なる返還方法を指示することがある。
５　奨学金は、いつでも繰り上げ返還することができる。
　（奨学金の返還猶予）
第１８条　奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願い出によって奨学金の返還を猶予することが
　ある。
　（１）　災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
　（２）　高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学するとき。
　（３）　外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
　（４）　生活保護法による生活保護を受けているとき。
　（５）　その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき。
２　返還猶予期間は、前項第２号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当すると
　きは１年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願い出により重ねて１年ずつ延長することができる。
　ただし、前項第１号、第３号、第４号及び第５号に該当するときは、原則として通算５年を限度とする。
　（返還猶予の願出）
第１９条　奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、連帯保証
　人２名と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
　（延滞金）
第２０条　奨学生であった者が割賦金の返還を６月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。
２　前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金につき年利 ３ パーセントの割合をもって返還期限
　の翌日から返還完了の日までの日数によって計算した金額とする。ただし、延滞金の額が百円未満であるとき
　は、その金額を徴収しないものとする。
　（返還金の強制）
第２１条　奨学生であった者又はその連帯保証人（以下「奨学生であった者等」という。）が割賦金の返還を延
　滞したときは、民事訴訟法（平成８年法律第 1 0 9 号）及び民事執行法（昭和54年法律第４号）その他強制
　執行の手続きに関する法令に定める手続等により割賦金の返還を確保するものとする。
第２２条　奨学生であった者等が返還未済額の全部の返還（第１７条第３項の規定による奨学金返還未済額の全
　部の返還をいう。以下同じ。）の請求を受けても本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わない
　ときは、前条の規定を準用する。
２　奨学生であった者等が本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、その延滞してい
　る返還未済額の全部の額につき延滞金を徴収するものとする。この場合においては、第２０条第２項の規定を
　準用する。
　（返還金の充当）
第２３条　奨学生であった者等から返還金の支払いがあったときは、当該返還金を次の各号の定めるところによ
　り割賦金に充当する。
　（１）　返還期日の到来する割賦金及び返還期日の到来していない割賦金があるときは、返還期日の到来した
　　　　割賦金から充当する。
　（２）　返還期日の到来した割賦金については返還期日の早く到来したものから、返還期日の到来していない
　　　　割賦金については返還期日の早く到来することとなるものから充当する。
　（３）　返還期日の同じ割賦金については、先に貸与を受けた奨学金に係る割賦金から充当する。
　（奨学生であった者の届出）
第２４条　奨学生であった者が卒業、修了又は退学したときは、その住所及び勤務先を直ちに届け出なければな
　らない。
２　奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ち
　に届け出なければならない。
３　奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、職業その他重要な事項に変
　更があったときは、直ちに届け出なければならない。
　（死亡の届出）
第２５条　奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、在学した学校の長を経て直ちに異動届を提出し
　なければならない。
２　奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに死亡届を提出し
　なければならない。

３　第１項の異動届を提出する場合は、第１５条の規定に準じて返還誓約書（借用証書）を併せて提出しなけれ
　ばならない。
　　　第４章　奨学金の返還免除
　（奨学金の返還免除）
第２６条　奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は
　一部の返還を免除することがある。
　（１）　死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その奨学金を返還することができな
　　　　くなったとき。
　（２）　精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなっ
　　　　たとき。
２　奨学生が負担する自宅から在籍する高校までの通学費又は下宿費が一定額以上である場合、理事長が定める
　方法により計算した額を免除することができる。
　（返還免除の願出）
第２７条　前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人２名と
　連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。
　（１）　死亡によるときは戸籍抄本
　（２）　心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書並びに返還できなくなっ
　　　　た事情を証する書類
　（３）　通学費及び下宿費について、理事長が定める額を超える額を負担するときは、その負担額を確認でき
　　　　る書類
　（返還免除の決定）
第２８条　前２条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人
　又は連帯保証人に通知する。
　　　第５章　補則
　（実施細目）
第２９条　この規則の実施について必要な事項は、理事長が定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第４条第１項の規定は、この規則の施行
の日（以下「施行日」という。）以降に奨学生に採用される者に貸与される奨学金の月額について適用し、
施行日前に奨学生に採用された者に貸与される奨学金の月額については、なお従前の例による。
　　附　則
この規則は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　この規則の施行の日前に改正前の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則の規定により貸
　　与の決定がなされている学資に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。ただし、理事長が特に
　　必要と認めるときは、この限りでない。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第５条、第９条、第１５条、第１９条、
　　第２１条、第２４条、第２７条の規定は、令和６年４月１日以降に採用される者に適用する。
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　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この規則は、公益財団法人青森県育英奨学会定款第４条第１号のうち、高等学校等に在学する生徒が受
　ける奨学金の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
　（奨学生と奨学金）
第２条　本会は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与する。
２　この規則に基づき学資の貸与を受ける者を高等学校奨学生（以下「奨学生」という。）といい、その学資を
　高等学校奨学金（以下「奨学金」という。）という。
　（奨学生の資格）
第３条　本会の奨学生となる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
　　（１）　青森県人の子弟であること。
　　（２）　高等学校（中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）及び専修学校
　　　　の高等課程に在学していること。
　　（３）　学業・人物ともに優秀で、かつ健康であること。
　　（４）　学資の支弁が困難であると認められること。
　　（奨学金の額及び貸与期間）
第４条　奨学金の月額は、18,000円、23,000円、30,000円、35,000円の中から奨学生が選択するものとする。
２　奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の修業年限の終期とする。
　　ただし、奨学生に採用される前に、奨学金の貸与を受けた期間がある場合は、当該期間を除算する。
３　主たる家計支持者の失職、倒産、病気又は死亡若しくは火災、風水害等の事由により家計が急変し、緊急に
　奨学金を必要とする者の貸与期間等は、理事長が別に定める。
　　緊急採用による奨学金の貸与終期は、採用年度の年度末までとする。
４　学科の専攻科へ進学した奨学生は、引き続き修業年限の終期まで奨学金を貸与することができる。
　　　第２章　奨学生の採用と奨学金の交付
　（奨学金申込書の提出）
第５条　奨学生志願者は、連帯保証人２名と連署して、本会あての奨学金申込書、その他理事長が定める書類
　（以下「申込書類」という。）を現に在学する学校の長（以下「在学学校長」という。）に提出して、その推薦
　を受けなければならない。
２　奨学生志願者で、現に学校に在学していない者の申込書類は、前項の規定にかかわらず、その者の卒業した
　学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
３　第１項から第２項の規定により申込書類を受け取った学校の長が奨学生志願者を本会に推薦しようとすると
　きは、第３条に規定する奨学生としての資格を審査の上、学業成績その他必要な事項を記入し、本会に提出す
　るものとする。
４　連帯保証人のうち１名は、青森県内に住所を有する者であって、奨学生志願者が未成年者の場合はその親権
　者又は後見人、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者、他の１名は、独立の生計を営む者であって、原
　則として、奨学生の４親等以内（父母を除く。）の親族でなければならない。
　（奨学生の採用及び確認書の提出）
第６条　奨学生の採用は、奨学生選考委員会において選考の上、これを決定する。
２　採用となった奨学生は、確認書を在学学校長を経て提出するものとする。
３　進学を条件として予約した者については、入学を証する所定の進学届及び確認書を在学学校長を経て提出さ
　せ、採用を決定する。
４　本会は奨学生を採用決定したときは、在学学校長を経て、決定通知を交付する。
　（奨学金の交付）
第７条　奨学金は、２月分ずつ交付するものとし、特別の事情があるときは、３月分以上を合わせて交付するこ
　とがある。
２　奨学金の交付は、奨学生の設ける銀行預金口座に振り込んで行うものとする。
　（資格確認）
第８条　本会は、在学学校長の協力を得て、奨学生としての資格の確認等を行うものとする。
２　在学学校長は、調書により奨学生について、資格の確認等を行い、本会に報告するものとする。

３　本会は、前項の報告に基づき、奨学生に対しとるべき処置を決定し、必要に応じて、在学学校長を通じて当
　該者に通知するものとする。
　（奨学生の異動届）
第９条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。
　（１）　休学、復学、転学又は退学したとき。
　（２）　停学その他の処分を受けたとき。
　（３）　連帯保証人を変更したとき。
　（４）　本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
　（転学又は退学による奨学金の取扱）
第１０条　奨学生が退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。
２　奨学生が、転学した場合に在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を継続することがある。
　（奨学金の休止及び停止）
第１１条　奨学生が休学したとき又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
２　奨学生の学業又は性行などの状況により必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の
　貸与期間を短縮することがある。
　（奨学金の復活）
第１２条　前条の規定により、奨学金の交付を休止又は停止された者がその事由が止んで願い出たときには、奨
　学金の交付を復活することがある。ただし、休止された時から２年又は停止された時から２年を経過したとき
　はこの限りでない。
　（奨学金の廃止）
第１３条　奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を
　廃止することがある。
　（１）　傷病などのために成業の見込みがないとき。
　（２）　学業成績又は性行が不良となったとき。
　（３）　奨学金を必要としなくなったとき。
　（４）　奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
　（５）　在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
　（６）　奨学生申込書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となった
　　　　ことが判明したとき。
　（７）　その他奨学生としてふさわしくないと認められるとき。
　（奨学金の辞退）
第１４条　奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
　（返還誓約書の提出）
第１５条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人
　２名及び本人が未成年者の場合は親権者又は後見人と連署の上、返還誓約書（借用証書）を在学する学校又は
　在学した学校の長を経て、本会へ直ちに提出しなければならない。
　（１）　卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
　（２）　退学したとき。
　（３）　奨学金の交付を廃止されたとき。
　（４）　奨学金を辞退したとき。
　（奨学金の利息）
第１６条　奨学金には利息を付けない。
　　　第３章　奨学金の返還と返還猶予
　（奨学金の返還）
第１７条　奨学生が第１５条の各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して１年を経過し
　た後、貸与期間に３を乗じた年月数の間に奨学金を返還しなければならない。
２　前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦、月賦又はその他１年以内の割賦の方法によらなければならない。
３　奨学生又は奨学生であった者（奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同
　じ。）が次の各号の一に該当する場合は、その者の奨学金の返還については、前２項の規定は適用しない。こ
　の場合においては、本会の指定した日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
　（１）　第１３条第６号の規定により奨学金を廃止されたとき。
　（２）　正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。

４　奨学生若しくは奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めたときは、第１項及び第２項の
　規定と異なる返還方法を指示することがある。
５　奨学金は、いつでも繰り上げ返還することができる。
　（奨学金の返還猶予）
第１８条　奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願い出によって奨学金の返還を猶予することが
　ある。
　（１）　災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
　（２）　高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学するとき。
　（３）　外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
　（４）　生活保護法による生活保護を受けているとき。
　（５）　その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき。
２　返還猶予期間は、前項第２号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当すると
　きは１年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願い出により重ねて１年ずつ延長することができる。
　ただし、前項第１号、第３号、第４号及び第５号に該当するときは、原則として通算５年を限度とする。
　（返還猶予の願出）
第１９条　奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、連帯保証
　人２名と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
　（延滞金）
第２０条　奨学生であった者が割賦金の返還を６月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。
２　前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金につき年利 ３ パーセントの割合をもって返還期限
　の翌日から返還完了の日までの日数によって計算した金額とする。ただし、延滞金の額が百円未満であるとき
　は、その金額を徴収しないものとする。
　（返還金の強制）
第２１条　奨学生であった者又はその連帯保証人（以下「奨学生であった者等」という。）が割賦金の返還を延
　滞したときは、民事訴訟法（平成８年法律第 1 0 9 号）及び民事執行法（昭和54年法律第４号）その他強制
　執行の手続きに関する法令に定める手続等により割賦金の返還を確保するものとする。
第２２条　奨学生であった者等が返還未済額の全部の返還（第１７条第３項の規定による奨学金返還未済額の全
　部の返還をいう。以下同じ。）の請求を受けても本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わない
　ときは、前条の規定を準用する。
２　奨学生であった者等が本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、その延滞してい
　る返還未済額の全部の額につき延滞金を徴収するものとする。この場合においては、第２０条第２項の規定を
　準用する。
　（返還金の充当）
第２３条　奨学生であった者等から返還金の支払いがあったときは、当該返還金を次の各号の定めるところによ
　り割賦金に充当する。
　（１）　返還期日の到来する割賦金及び返還期日の到来していない割賦金があるときは、返還期日の到来した
　　　　割賦金から充当する。
　（２）　返還期日の到来した割賦金については返還期日の早く到来したものから、返還期日の到来していない
　　　　割賦金については返還期日の早く到来することとなるものから充当する。
　（３）　返還期日の同じ割賦金については、先に貸与を受けた奨学金に係る割賦金から充当する。
　（奨学生であった者の届出）
第２４条　奨学生であった者が卒業、修了又は退学したときは、その住所及び勤務先を直ちに届け出なければな
　らない。
２　奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ち
　に届け出なければならない。
３　奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、職業その他重要な事項に変
　更があったときは、直ちに届け出なければならない。
　（死亡の届出）
第２５条　奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、在学した学校の長を経て直ちに異動届を提出し
　なければならない。
２　奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに死亡届を提出し
　なければならない。

３　第１項の異動届を提出する場合は、第１５条の規定に準じて返還誓約書（借用証書）を併せて提出しなけれ
　ばならない。
　　　第４章　奨学金の返還免除
　（奨学金の返還免除）
第２６条　奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は
　一部の返還を免除することがある。
　（１）　死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その奨学金を返還することができな
　　　　くなったとき。
　（２）　精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなっ
　　　　たとき。
２　奨学生が負担する自宅から在籍する高校までの通学費又は下宿費が一定額以上である場合、理事長が定める
　方法により計算した額を免除することができる。
　（返還免除の願出）
第２７条　前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人２名と
　連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。
　（１）　死亡によるときは戸籍抄本
　（２）　心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書並びに返還できなくなっ
　　　　た事情を証する書類
　（３）　通学費及び下宿費について、理事長が定める額を超える額を負担するときは、その負担額を確認でき
　　　　る書類
　（返還免除の決定）
第２８条　前２条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人
　又は連帯保証人に通知する。
　　　第５章　補則
　（実施細目）
第２９条　この規則の実施について必要な事項は、理事長が定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第４条第１項の規定は、この規則の施行
の日（以下「施行日」という。）以降に奨学生に採用される者に貸与される奨学金の月額について適用し、
施行日前に奨学生に採用された者に貸与される奨学金の月額については、なお従前の例による。

　　附　則
この規則は、令和２年４月１日から施行する。

　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　この規則の施行の日前に改正前の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則の規定により貸
　　与の決定がなされている学資に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。ただし、理事長が特に
　　必要と認めるときは、この限りでない。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第５条、第９条、第１５条、第１９条、
　　第２１条、第２４条、第２７条の規定は、令和６年４月１日以降に採用される者に適用する。

　高校奨学金通学費等返還免除制度
　　通学費又は下宿費の支払いにかかった経費について、高校奨学金において返還を一部免除
　する制度です。（専攻科を除く。）

（１）対象者について
　奨学金の一部返還免除を希望する奨学生のうち、次の全てに該当する方が対象となります。
①　奨学生の属する世帯の生計維持者（原則父母。父母がいない場合は祖父母等、父母に代わっ
　て生計を維持している主たる方）が市町村民税所得割非課税（生活保護法による生業扶助を
　受給している世帯を除く。）であること。
②　通学費では１月当たり１万円、下宿費（寮含む。）では１月当たり１万２千円のいずれ
　か超える額を負担していること。
※　他の団体から通学費等に係る支援を受けている場合は、それを差し引いた本人負担額に
　よります。
※　下宿とは、原則として大家が同居する賄い付きの借間をいい、寮とは、高等学校等が生
　徒のために寮として設置又は指定した住居をいいます。

（２）対象経費等について
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区　分

通学費

対象経費

１月当たりの
控除額

〔　  〕これは免除額では
ありません。

10,000円

　電車、バス、（スクールバス含
む）利用による１月当たりの実
費相当額（千円未満の端数切捨
て）

※自家用車の利用については、や
むを得ないと本会が判断した場合
に限ります。

下宿費
又は
寮　費

12,000円
　下宿費又は寮費の契約書等に
記載された金額の１月当たりの
額（千円未満の端数切捨て）

　奨学金の貸与月額又は対象
経費の１月当たりの実費相当
額のいずれか低い方の額か
ら、控除額を差し引いた額

（例）
奨学金貸与月額が18,000円の場合で、
１か月定期が25,500円の場合
　　　　　→25,000円
　　　　　　（千円未満切捨て）
奨学金貸与月額の方が低く、通学費の控
除額は10,000円のため,
返還免除額の算定は
　　　　　　18,000円－10,000円
　　　　　　＝8,000円／月

（３）申込みについて
　　奨学生が奨学金の一部返還免除を希望する場合は、「高等学校奨学金一部返還免除届」を
　学校を通じて提出してください。
　　なお、年度末に一部返還免除額の算定に使用するための確認書類を提出する必要がありま
　すので、あらかじめ購入した全ての定期券（IC定期券は購入時の明細書等）全ての写しや
　契約書の写しを保管してください。

１月当たりの
返還免除額
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　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この規則は、公益財団法人青森県育英奨学会定款第４条第１号のうち、高等学校等に在学する生徒が受
　ける奨学金の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
　（奨学生と奨学金）
第２条　本会は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与する。
２　この規則に基づき学資の貸与を受ける者を高等学校奨学生（以下「奨学生」という。）といい、その学資を
　高等学校奨学金（以下「奨学金」という。）という。
　（奨学生の資格）
第３条　本会の奨学生となる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
　　（１）　青森県人の子弟であること。
　　（２）　高等学校（中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）及び専修学校
　　　　の高等課程に在学していること。
　　（３）　学業・人物ともに優秀で、かつ健康であること。
　　（４）　学資の支弁が困難であると認められること。
　　（奨学金の額及び貸与期間）
第４条　奨学金の月額は、18,000円、23,000円、30,000円、35,000円の中から奨学生が選択するものとする。
２　奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の修業年限の終期とする。
　　ただし、奨学生に採用される前に、奨学金の貸与を受けた期間がある場合は、当該期間を除算する。
３　主たる家計支持者の失職、倒産、病気又は死亡若しくは火災、風水害等の事由により家計が急変し、緊急に
　奨学金を必要とする者の貸与期間等は、理事長が別に定める。
　　緊急採用による奨学金の貸与終期は、採用年度の年度末までとする。
４　学科の専攻科へ進学した奨学生は、引き続き修業年限の終期まで奨学金を貸与することができる。
　　　第２章　奨学生の採用と奨学金の交付
　（奨学金申込書の提出）
第５条　奨学生志願者は、連帯保証人２名と連署して、本会あての奨学金申込書、その他理事長が定める書類
　（以下「申込書類」という。）を現に在学する学校の長（以下「在学学校長」という。）に提出して、その推薦
　を受けなければならない。
２　奨学生志願者で、現に学校に在学していない者の申込書類は、前項の規定にかかわらず、その者の卒業した
　学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
３　第１項から第２項の規定により申込書類を受け取った学校の長が奨学生志願者を本会に推薦しようとすると
　きは、第３条に規定する奨学生としての資格を審査の上、学業成績その他必要な事項を記入し、本会に提出す
　るものとする。
４　連帯保証人のうち１名は、青森県内に住所を有する者であって、奨学生志願者が未成年者の場合はその親権
　者又は後見人、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者、他の１名は、独立の生計を営む者であって、原
　則として、奨学生の４親等以内（父母を除く。）の親族でなければならない。
　（奨学生の採用及び確認書の提出）
第６条　奨学生の採用は、奨学生選考委員会において選考の上、これを決定する。
２　採用となった奨学生は、確認書を在学学校長を経て提出するものとする。
３　進学を条件として予約した者については、入学を証する所定の進学届及び確認書を在学学校長を経て提出さ
　せ、採用を決定する。
４　本会は奨学生を採用決定したときは、在学学校長を経て、決定通知を交付する。
　（奨学金の交付）
第７条　奨学金は、２月分ずつ交付するものとし、特別の事情があるときは、３月分以上を合わせて交付するこ
　とがある。
２　奨学金の交付は、奨学生の設ける銀行預金口座に振り込んで行うものとする。
　（資格確認）
第８条　本会は、在学学校長の協力を得て、奨学生としての資格の確認等を行うものとする。
２　在学学校長は、調書により奨学生について、資格の確認等を行い、本会に報告するものとする。

３　本会は、前項の報告に基づき、奨学生に対しとるべき処置を決定し、必要に応じて、在学学校長を通じて当
　該者に通知するものとする。
　（奨学生の異動届）
第９条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。
　（１）　休学、復学、転学又は退学したとき。
　（２）　停学その他の処分を受けたとき。
　（３）　連帯保証人を変更したとき。
　（４）　本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
　（転学又は退学による奨学金の取扱）
第１０条　奨学生が退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。
２　奨学生が、転学した場合に在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を継続することがある。
　（奨学金の休止及び停止）
第１１条　奨学生が休学したとき又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
２　奨学生の学業又は性行などの状況により必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の
　貸与期間を短縮することがある。
　（奨学金の復活）
第１２条　前条の規定により、奨学金の交付を休止又は停止された者がその事由が止んで願い出たときには、奨
　学金の交付を復活することがある。ただし、休止された時から２年又は停止された時から２年を経過したとき
　はこの限りでない。
　（奨学金の廃止）
第１３条　奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を
　廃止することがある。
　（１）　傷病などのために成業の見込みがないとき。
　（２）　学業成績又は性行が不良となったとき。
　（３）　奨学金を必要としなくなったとき。
　（４）　奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
　（５）　在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
　（６）　奨学生申込書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となった
　　　　ことが判明したとき。
　（７）　その他奨学生としてふさわしくないと認められるとき。
　（奨学金の辞退）
第１４条　奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
　（返還誓約書の提出）
第１５条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人
　２名及び本人が未成年者の場合は親権者又は後見人と連署の上、返還誓約書（借用証書）を在学する学校又は
　在学した学校の長を経て、本会へ直ちに提出しなければならない。
　（１）　卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
　（２）　退学したとき。
　（３）　奨学金の交付を廃止されたとき。
　（４）　奨学金を辞退したとき。
　（奨学金の利息）
第１６条　奨学金には利息を付けない。
　　　第３章　奨学金の返還と返還猶予
　（奨学金の返還）
第１７条　奨学生が第１５条の各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して１年を経過し
　た後、貸与期間に３を乗じた年月数の間に奨学金を返還しなければならない。
２　前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦、月賦又はその他１年以内の割賦の方法によらなければならない。
３　奨学生又は奨学生であった者（奨学金の貸与を受け、その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同
　じ。）が次の各号の一に該当する場合は、その者の奨学金の返還については、前２項の規定は適用しない。こ
　の場合においては、本会の指定した日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
　（１）　第１３条第６号の規定により奨学金を廃止されたとき。
　（２）　正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。

４　奨学生若しくは奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めたときは、第１項及び第２項の
　規定と異なる返還方法を指示することがある。
５　奨学金は、いつでも繰り上げ返還することができる。
　（奨学金の返還猶予）
第１８条　奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願い出によって奨学金の返還を猶予することが
　ある。
　（１）　災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
　（２）　高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学するとき。
　（３）　外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
　（４）　生活保護法による生活保護を受けているとき。
　（５）　その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき。
２　返還猶予期間は、前項第２号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当すると
　きは１年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願い出により重ねて１年ずつ延長することができる。
　ただし、前項第１号、第３号、第４号及び第５号に該当するときは、原則として通算５年を限度とする。
　（返還猶予の願出）
第１９条　奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、連帯保証
　人２名と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
　（延滞金）
第２０条　奨学生であった者が割賦金の返還を６月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。
２　前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金につき年利 ３ パーセントの割合をもって返還期限
　の翌日から返還完了の日までの日数によって計算した金額とする。ただし、延滞金の額が百円未満であるとき
　は、その金額を徴収しないものとする。
　（返還金の強制）
第２１条　奨学生であった者又はその連帯保証人（以下「奨学生であった者等」という。）が割賦金の返還を延
　滞したときは、民事訴訟法（平成８年法律第 1 0 9 号）及び民事執行法（昭和54年法律第４号）その他強制
　執行の手続きに関する法令に定める手続等により割賦金の返還を確保するものとする。
第２２条　奨学生であった者等が返還未済額の全部の返還（第１７条第３項の規定による奨学金返還未済額の全
　部の返還をいう。以下同じ。）の請求を受けても本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わない
　ときは、前条の規定を準用する。
２　奨学生であった者等が本会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、その延滞してい
　る返還未済額の全部の額につき延滞金を徴収するものとする。この場合においては、第２０条第２項の規定を
　準用する。
　（返還金の充当）
第２３条　奨学生であった者等から返還金の支払いがあったときは、当該返還金を次の各号の定めるところによ
　り割賦金に充当する。
　（１）　返還期日の到来する割賦金及び返還期日の到来していない割賦金があるときは、返還期日の到来した
　　　　割賦金から充当する。
　（２）　返還期日の到来した割賦金については返還期日の早く到来したものから、返還期日の到来していない
　　　　割賦金については返還期日の早く到来することとなるものから充当する。
　（３）　返還期日の同じ割賦金については、先に貸与を受けた奨学金に係る割賦金から充当する。
　（奨学生であった者の届出）
第２４条　奨学生であった者が卒業、修了又は退学したときは、その住所及び勤務先を直ちに届け出なければな
　らない。
２　奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ち
　に届け出なければならない。
３　奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、職業その他重要な事項に変
　更があったときは、直ちに届け出なければならない。
　（死亡の届出）
第２５条　奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、在学した学校の長を経て直ちに異動届を提出し
　なければならない。
２　奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに死亡届を提出し
　なければならない。

３　第１項の異動届を提出する場合は、第１５条の規定に準じて返還誓約書（借用証書）を併せて提出しなけれ
　ばならない。
　　　第４章　奨学金の返還免除
　（奨学金の返還免除）
第２６条　奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は
　一部の返還を免除することがある。
　（１）　死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その奨学金を返還することができな
　　　　くなったとき。
　（２）　精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなっ
　　　　たとき。
２　奨学生が負担する自宅から在籍する高校までの通学費又は下宿費が一定額以上である場合、理事長が定める
　方法により計算した額を免除することができる。
　（返還免除の願出）
第２７条　前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人２名と
　連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。
　（１）　死亡によるときは戸籍抄本
　（２）　心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書並びに返還できなくなっ
　　　　た事情を証する書類
　（３）　通学費及び下宿費について、理事長が定める額を超える額を負担するときは、その負担額を確認でき
　　　　る書類
　（返還免除の決定）
第２８条　前２条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人
　又は連帯保証人に通知する。
　　　第５章　補則
　（実施細目）
第２９条　この規則の実施について必要な事項は、理事長が定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第４条第１項の規定は、この規則の施行
の日（以下「施行日」という。）以降に奨学生に採用される者に貸与される奨学金の月額について適用し、
施行日前に奨学生に採用された者に貸与される奨学金の月額については、なお従前の例による。
　　附　則
この規則は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　この規則の施行の日前に改正前の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則の規定により貸
　　与の決定がなされている学資に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。ただし、理事長が特に
　　必要と認めるときは、この限りでない。
　　　附　則
　１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　２　改正後の公益財団法人青森県育英奨学会高等学校奨学金貸与規則第５条、第９条、第１５条、第１９条、
　　第２１条、第２４条、第２７条の規定は、令和６年４月１日以降に採用される者に適用する。

　高校奨学金通学費等返還免除制度
　　通学費又は下宿費の支払いにかかった経費について、高校奨学金において返還を一部免除
　する制度です。（専攻科を除く。）

（１）対象者について
　奨学金の一部返還免除を希望する奨学生のうち、次の全てに該当する方が対象となります。
①　奨学生の属する世帯の生計維持者（原則父母。父母がいない場合は祖父母等、父母に代わっ
　て生計を維持している主たる方）が市町村民税所得割非課税（生活保護法による生業扶助を
　受給している世帯を除く。）であること。
②　通学費では１月当たり１万円、下宿費（寮含む。）では１月当たり１万２千円のいずれ
　か超える額を負担していること。
※　他の団体から通学費等に係る支援を受けている場合は、それを差し引いた本人負担額に
　よります。
※　下宿とは、原則として大家が同居する賄い付きの借間をいい、寮とは、高等学校等が生
　徒のために寮として設置又は指定した住居をいいます。

（２）対象経費等について

ー12ー

区　分

通学費

対象経費

１月当たりの
控除額

〔　  〕これは免除額では
ありません。

10,000円

　電車、バス、（スクールバス含
む）利用による１月当たりの実
費相当額（千円未満の端数切捨
て）

※自家用車の利用については、や
むを得ないと本会が判断した場合
に限ります。

下宿費
又は
寮　費

12,000円
　下宿費又は寮費の契約書等に
記載された金額の１月当たりの
額（千円未満の端数切捨て）

　奨学金の貸与月額又は対象
経費の１月当たりの実費相当
額のいずれか低い方の額か
ら、控除額を差し引いた額

（例）
奨学金貸与月額が18,000円の場合で、
１か月定期が25,500円の場合
　　　　　→25,000円
　　　　　　（千円未満切捨て）
奨学金貸与月額の方が低く、通学費の控
除額は10,000円のため,
返還免除額の算定は
　　　　　　18,000円－10,000円
　　　　　　＝8,000円／月

（３）申込みについて
　　奨学生が奨学金の一部返還免除を希望する場合は、「高等学校奨学金一部返還免除届」を
　学校を通じて提出してください。
　　なお、年度末に一部返還免除額の算定に使用するための確認書類を提出する必要がありま
　すので、あらかじめ購入した全ての定期券（IC定期券は購入時の明細書等）全ての写しや
　契約書の写しを保管してください。

１月当たりの
返還免除額
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貸与月額及び返還金額の例（めやす）

◎この「奨学金案内」は、令和８年３月現在で記載してありますが、公益財団法人青森県育英奨
　学会高等学校奨学金貸与規則等が変更された場合には、変更後の規則が適用されますのでご承
　知おきください。

【返還に困ったときは】
　〇卒業後、進学したときや病気・災害・失職等の場合、願い出により一定期間返還が猶予さ
　　れます。ただし、猶予期間終了後または猶予している事由がなくなるとすぐに返還は始ま
　　ります。
　〇死亡又は心身に障害があるため返還ができなくなったときは、願い出により、状況に応
　　じて全部又は一部の返還が免除されます。

【返還金を滞納したときは】
　〇返還金の滞納期間が６ヶ月を超えると、滞納している割賦金額に年利３％の割合を乗じて
　　計算した金額が延滞金として課せられます。
　〇返還金を長期間滞納したときは、裁判所へ「支払督促の申立」から「強制執行」に至る
　　までの法的措置を申し立てます。

18, 000 36, 000108 18 9648, 000 72, 0006, 000３年

23, 000 46, 000108 18 9828, 000 92, 0007, 666
（7, 738）

7, 666
（7, 786）

３年

30, 000 60, 000108 18 91, 080, 000 120, 00010, 000

6, 000

３年

35, 000 70, 000108 18 91, 260, 000 140, 00011, 666
（11, 738）３年

30, 000 60, 000180 30 151, 800, 000 120, 00010, 000

35, 000 70, 000180 30 152, 100, 000 140, 00011, 666
（11, 786）

貸与月額 貸与期間 貸与総額
回数金額 回数金額 回数金額

月賦の場合 半年賦の場合 年賦の場合

18, 000 36, 000180 30 151, 080, 000 72, 000３年＋専攻科
（５年）

23, 000 46, 000180 30 151, 380, 000 92, 000３年＋専攻科
（５年）

３年＋専攻科
（５年）

３年＋専攻科
（５年）

（　）は、最終回に返還する金額

本会連絡先
〒030－8540　青森市長島一丁目１番１号　青森県教育庁教職員課内
　　　　　　公益財団法人青森県育英奨学会
　　　　　　TEL  0 1 7－734－9879　FAX  0 1 7－734－8274

本会連絡先　
〒030－8540　青森市長島一丁目１番１号　青森県教育庁教職員課内
　　　　　　公益財団法人青森県育英奨学会
　　　　　　TEL  0 1 7－734－9879　FAX  0 1 7－734－8274
その他、青森県育英奨学会の関連事業（学生寮入寮等）についても、下記のアドレスでご確認ください。

青森県庁HP　　青森県育英奨学会　　で　　検索
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-kyoin/syogakukin-boshuu.html

その他、青森県育英奨学会の関連事業（学生寮入寮等）についても、下記のアドレスでご確認ください。

青森県庁HP　　青森県育英奨学会　　で　　検索
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-kyoin/syogakukin-boshuu.html

【返還するには】
　〇奨学金は、貸与の終了した月の翌月から起算して１年を経過した後、貸与期間に３を乗じ
　　た年月数の間に全額返還することになります。（３年間借りた場合は、９年間で返還）
　〇卒業後、口座振替（ゆうちょ銀行又は青森みちのく銀行の口座振替）に加入して返還します。
　〇返還方法は「月賦」・「半年賦」・「年賦」・「一括」があり、返還誓約書提出時に選択します。
　〇返還誓約書（借用証書）には、連帯保証人２名の署名と押印、印鑑証明書等が必要になり
　　ます。
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